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法

政

・
.碑
、

究

・
第

第
十
巻

第
一
難

二
σ
.

三
権
分
立
主
義
は
近
代
の
立
音
法
治
國
家
に
於
い
て
は
そ
の
基
本
的
不
可
欠
の
要
請
と
し
て
現
は
れ
る
。
凡
そ
、
國
家
統
治
の
形

式
を
立
法
司
法
行
政
の
特
別
の
三
個
の
権
力
に
分
化
す
る
に
至
つ
江
の
は
、欧
羅
巴
殊

に
英
國
の
政
治
的
経
験
で
あ

る
が
、
近
世
に
於

『

い
て
始

め
て
三
権

の
分
化
に
就
き
注
意
を
喚
起
し
江
も
の
が

ロ
ツ
ク
及
び
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

で
あ
る
事
は
周
知

の
如
く

で
あ
る
。

モ

ン
テ
ス
キ
ユ
ー
は
そ
の
著

「
法
の
精
神
」
(
D
e
 
I
'
e
s
p
r
i
t
 
d
e
s
 
l
e
i
s

)
に
於
い
て
始
め
て
統
治
の
三
大
権
力
と
し
て
立
法
司
法
行
政
を

雇
別
し
、
三
権
を
各

≧
他
と
分
離
独
立

し
九
特
別
の
機
關
に
委
任
す
る
事
の
重
要
性
を
論
じ
、
以
つ
て
有
名
な
る
三
権
分
立
説
を
唱

へ
忙
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
來
三
権
分
立
説
は

一
般
に
當
時
の
政
治
學
説
の
中
に
採
用
せ
ら
れ
、
時

と
し
て
モ
ン
テ
ス
キ

ユ
ー
自
身

の
所
説

よ
り
も
更
に
極
端
な
る
説
と
も
な
つ
江
が
、
凡
そ
、
,三
権
分
立
主
義
は
近
代
の
立
憲
法
治
國
家
の
統
治
組
織
の
基

Φ

本
忙
る
可
き
政
治
上
の
原
則
と
な
つ
江
。
斯
く
て

一
七
八
七
年
米
國

の
独
立
憲
法
が
之
を
法
文
に
表
は
し
、

一
七
八
九
年
佛
蘭
西
大

革
命
人
権
宣
言
も
亦
そ
の
第
十
六
章
に
於
い
て
、
三
権
分
立

が
存
す
る
に
非
ざ
れ
ば
國
家

は
憲
法
を
有
す
る
も

の
と
謂
ふ
事
を
得
ざ

る
旨
を
布
告
し
忙
も
の
で
あ
る
。

三
権
分
立
主
義
は
、
國
の
元
首
は
中
世
の
專
制
君
主
國
に
於
け
る
と
同
様
に
依
然
と
し
て
行
政
の
首
長
で
あ

る
が
、
然
し
乍
ら
行

政
は
唯
ゝ
法
律
の
制
限
内
に
於
い
て
の
み
活
動
す
る
事
を
要
し
、
亦
立
法
及
び
司
法
は
國
の
元
首
の
恣
意
に
任

せ
ら
る
～
事
な
く
、

立
法
は
國
の
元
首
と
議
會
と
の

一
致
に
依
つ
て
、
司
法
は
身
分
の
保
障
せ
ら
れ
九
る
独
立

の
裁
判
官
に
依
つ
て
行
は
る
可
し
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
此
の
原
則
に
は
重
要
な
る
例
外
の
存
す
る
事
は
各
國
の
實
例
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
凡
そ
、
三
礎

の
分
立
は
理
論
的
に
は
眞
理
で
あ
る
と
し
て
も
、
政
治
は
實
際
で
あ
り
、
叉
三
権
は
國
家
の
統
治
目
的
よ
り
す
れ
ば

一
燈
を
な
し
、



共
同
に
義
務
を
委
托
せ
ら
れ
、
從

つ
て
實
際
上
塔
自
の
領
分
に
接
近
し
て
所
謂
、
近
隣
の
爲
め
の
共
同
地
が
存
す
可
き
事
は

一
般
に

承
認
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
郎
ち
三
権
分
立
制
度
の
實
際
は
そ
の
歴
史
的
政
治
的
條
件
に
制
約
せ
ら
れ
て
、
各
國

に
於
い
て
夫
二
特

あ

殊
な
る
様
相
を
持

つ
に
至

つ
て
ゐ
る
。
蝕
に
三
権
分
立

に
就
い
τ
は
、
(
イ
)三
権
分
立
主
義
の
除
外
例
、
(
ロ
)
チ
エ
ツ
ク

・
ア
ン
ド

・
バ
ラ

ン
ス
組
織
が
老
察
の
対
照

ざ
な
つ
て
來
る
。

(
イ
)三
権
分
立
主
義
の
除
外
例
、
①
立
憲
國
に
於
い
て
は
立
法
部
を
し
て
全
然
行
政
に
關
與
す
る
事
を
禁
止

せ
し
む
る
事
は
出
來

す
、
鼓
に
、
立
法
部
の
行
政
作
用
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
例

へ
ば
各
國
の
憲
法
は
三
権
分
立
主
義
を
採
り
乍
ら

、
政
府
の
費
用
に
關

③

す
る
豫
算
の
確
定
権
を
立
法
部
に
與

へ
、
叉
は
立
法
部
が
行
政
部
の
職
員
の
選
任
の
決
定
に
關
與
す
る
権
限
を
認
め
、
更
に
立
法
部

が
弾
劾
の
手
續

に
依
り
若
く
は
不
信
任
決
議
に
依

つ
て
行
政
職
員
を
罷
冤
す
る
権
限

を
認
む
る
場
合
が
見
ら
れ
る
。
②
亦
立
憲
國
に

於

い
て
は
行
政
部
を
し
て
全
然
立
法
に
關
與
す
る
事
を
禁
止
せ
し
む
る
事
下
帥
ぢ
行
政
官
を
し
て
輩
な
る
法
律
の
執
行
官
吏
の
地

位
に
お
く
事
は
出
來
す
、
鼓

に
、
行
政
部
の
立
法
作
用
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
例

へ
ば
大
統
領
の
ベ
ト
ー
権
は
行
政
官
の
立
法
作
用

の
最
も
顯
著
な
る
例
で
あ
り
、
政
府
が
講
會
に
法
律
案
を
提
出
す
る
の
も
亦
立
法
的
職
務
で
あ
る
。
更
ら
に
、
行
政
官

は

一
般
に
施

行
せ
ら
る
可
き
命
令
を
磯
す
る
構
限
を
持

つ
。
行
政
官
が

一
般
に
施
行
せ
ら
る
可
き
命
令
を
磯
す
る
権
限
、
即
ち
行
政
官
の
命
令
制

定
構
に
依
る
命
令
の
種
類
に
は
緊
急
命
令
を
別
と
も
て
、
通
常
、

(
イ
)
独
立

命
令

(
ロ
)
執
行
命
令

(
ハ
)

委
任
命
令

の
三
が
墨

げ
ら
れ
る
。
③
最
後

に
、裁
判
所
は

一
般
に
專
ら
個
人
間

の
紛
争

を
裁
判
す
る
も
の
ご
さ
れ
る
が
、裁
判
所
が
行
政
的
性
質
を
持

つ
職

・

務
、
例

へ
ば
各
種

の
登
記
、
後
見
人
監
督
の
如
き
職
務
を
委
任
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
は
少
く
な
い
飯
樹
こ
れ
と
共

に
司
法
的
性
質
を

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
撞
分
立
制
度
論

】二



法

政

㍍

.究

・
…
,

,

,

第

十
巻

第

励
號

魑

こ

ご

,

⑧

持

つ
職

務

が

立
法

部

叉

は
行

政
部

に

委

任

せ

ら

れ

て

ゐ

る
事

例

も

墨

げ

む

れ

得

る
。

④

米
合
衆
國

一
七
八
七
年
及
び

一
七
八
九
年
(
修
正
)
の
聯
邦
憲
法
は
、
溺
に
、
三
権
分
立

の
原
則
を
探
る
旨

の
明
言
を
な
し
て
ゐ

る
も

の
で
は
な

い
が
、
同
窟

法
は
第

一
章

立
法
権
第

二
章
行
政
権
第

三
章
司
法
権

の
三
篇
に
分

つ
て
規
定

し
て
を
り
、
聯
邦
憲
法
が
三
権
分
立

の
原
則
を
採
る

事
は
自
ら
明
か
で
あ
,る
。
我
が
明
治
元
年
四
月
二
十

一
日
の
政
髄
書
は
米
國

の
三
権
分
立
制
度
を
範

と
な
し
、
大
政
官

の
権
力
を
分

つ
て
立
法

行
政
司
法

の
三
種
と
な
し
た
も
の
で
あ

つ
た
。
政
體

書
は
翌
明
治
二
年

七
月
八
日
職
員
令
に
依

つ
て
廃
止

せ
ら
れ
た
が
、
法
治
國

家

の
完
成
と

不
可
分

の
関
係
に
於

い
て
見
ら
る
可
き
、
我
が
三
権
分
立
原
則
の
探
用

の
礎

石
が
鼓
に
築

か
れ
た
事
は
注
目
せ
ら
れ
る
。
米
國

の
三
権
分
立
制

度
は
、
我
が
立
憲
政
治

の
現
在

に
於

い
て
も
、
幾
多

の
示
唆
を
輿

へ
る
も

の
を
持

つ
が
、
そ
れ
は
殊
に
(
イ
}
行
政
部
と
立
法
部
と

の
嚴
格
な

る

分
離
独
立

(
ロ
)
執
行
長
官

の
権
限

の
強

化
の
問
題
に
於

い
て
で
あ

る
。

7

②
G
o
o
d
n
o
w
,
 
C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
.
 
p
.
 
p
.
 
2
1
-
2
9
.
 
R
.
 
L
u
c
e
,
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
p
r
o
b
l
e
m
s
.
 
p
.
 
p
.
 
3
-
3
3
.

③

米
國
憲

法
第

二
章
第

二
條
第
二
項

④

米
國
憲

法
第

一
章
第
七
條
第

二
項

⑤

米
國

に
於

い
て
は
政
府
は
全
然
法
律
案

の
提

出
権
を
有
し
な

い
。

⑤

(
イ
)
独
立
命
令
と
は
法
律
を
執
行
す

る
爲
め
に
霞
す
る
に
非
ず
又
法
律

の
委
任
に
基
い

て
襲

す
る
に
非
ず
、
法
律

に
対
し
独
立

に
発
す
る

命
令

を
謂

ふ
。

即
ち
、
鵬
立
命
令
は

立
法
が
未

だ
手
を
着
け
ざ

る
立
法
上
の
空
所
を
、行
政
上

の
元
首
が
、
安
寧
秩
序
を
保
持

し
臣
民

の
幸
編
を
増
進

す
る

の
目
的
を
以

つ
て
、

こ
れ
を
充
填
す
る
爲

め
に
農
す

る
命
令
で
あ

る
。
命
令
は
命
令
を
以

つ
て
法
律
を
変
更

し
得
ぎ

る
鮎

に
そ
の
限
界
を

持

つ
①
独
立

命
令

の
規
定
は
古
く

一
八

一
四
年

フ
7

ン
ス
憲

法
第

十
四
條
に
規
定
せ
ら
れ
、

叉
我
が
帝
國
憲
法
第
九
條

の
規
定
す

る
所
で
あ
る

が
、
斯
か
る
稠

立
命
令
は
君
主
國
家
に
於

い
て
の
み
見

出
さ
れ
得

る
も

の
で
あ
る
。
(
ロ
)
執
行
命
令
と
は
法
律
を
執
行
す

る
爲

め
に
爽
す
る
命

'

令
を
謂

ふ
。
執
行
命
令
は
現

に
存
在
す

る
法
律

の
趣
旨
を
敷
行
し
て
詳
細

の
規
定
を
設
く
る
も

の
に
外

な
ら
ず
、
法
律
に
違
背
す

る
を
得
ざ

る



は
勿
論
、
法
律

の
豫
想

せ
ざ

る
新
な
る
権
利
義
務

の
規
定
を
定
む

る
事
を
得
ず
。
執
行
命
令
は

一
般

に
施
行
令
、
施
行

規
則
、
施
行
細
則

の
形

式
を
と
る
が
、
執
行
命
令
は
常
に
必
ず
し
も
唯
々
軍
に
法
律
を
執
行
す
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、

あ
る
程
度
法
律
を
補
充
す

る
事
を
許
さ
れ
る
。

斯
か
る
場

合
の
命
令
は
独
立

命
令
と
甚
だ
類
似
し

て
來
る
が
、
但
し
、
執
行
命
令
は
立
法
が
未
だ
手
を
着
け
ざ

る
立
法
上
の
空
所
を
充
填
す

る

も

の
で
な
く
、
飽
く
迄
も
、
現
に
存
左
す
る
法
律
を
補
充
す

る
に
止
ま
る
黙

に
於

い
て
、
独
立

命
令
と
は
異

る
。
執
行
命
令
は
君
主
國
家
た
る

と
民
主
國
家
た
る
と
を
問
は
ず
凡

て
の
國
家

に
於

い
て
見
ら
れ
得

る
。
(
ハ
)
委

任
命
令

と
は
法
律

(議

會
)

の
委
任
に
基
づ
き

こ
れ
に
代

つ
て

憲
法

上
の
要
底
律
事
項
を
規
定
す

る
爲

め
に
登
す
る
命
令
を
謂

ふ
。

三
椹
分
立
主
義
を
探
用
す

る
立
憲
國
家

に
於

い
て
は
委
任
命
令

の
憲
法
上

の
有
鼓

性
に
就

い
て
は
璽

ひ
の
存
す
る
所
で
あ
り
乍
ら
、
然
か
も
、
君
主
國
家

た
る
と
民
主
國
家
た
る
と
詮
問
は
ず
、
事
實
上
、
多
少
共
に
委

任
命
令
を
認

め
ざ
る
國
家
は
存
在
し
な
い
。
伺
委
任
命
令
を
廻

る
米
國

に
於
け
る
最
近

の
問
題
に
就

い
て
は
後
蓮
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
我

が
國
に
於

い
て
は
國
家
総
動
員
法

の
審
議
に
於

い
て
新
た
に
注
目

せ
ら
る
る
に
至
つ
た
。

⑦

例

へ
ば

ニ
ユ
ー

ヨ
ー
ク
州

の
高
等
法
院
は
種

々
の
行
政
委
員

の
行
爲
及
び
決
定
を
裁
下
す
る
襟
限
を
與

へ
ら
れ

て
を
り
、
そ

の
裁

下
を
得
ざ
る

迄
は
参

員

の
行
爲
は
数

力
を
有
せ
ぎ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る

(
一
八
七
五
年

亀
ユ
ー
ヨ
ー
ク
州
畔
律
第

六
百
六
條
第

二
十

一
節
G
o
o
d
n
o
w
,

o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
 
3
0

)

⑧

之
を
例
へ
ば
我
が
議
院
溶
第
七
十
八
傑
府
縣
制
第
三
十
七
條
市
制
第
三
十
八
條
町
村
制
第
三
十
五
條
又
は
違
警
罪
帥
決
例
等
は
そ
の
適
例
と
し

て
墓
・げ
ら
れ
得
る
。

(
・
)
斯
く
て
権
力
の
分
立
は
権
力

の
調
和
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。

¶凡
そ
、
憲
法
は
自
己
の
重
量
に
依
つ
て
自
ら
支

へ
、
從

つ
て

分
権
の
装
置
に
依
つ
て
更
に
調
和
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
。
米
國
憲
法
は
三
権
分
立
を
要
求
し
こ
れ
を
實
現
し
九
も
の
で
あ
る
が
、

然
か
も
樹
當
時
の
憲
法
制
定
者
達
は
只
管
権
力
の
濫
用
に
依
つ
て
大
民
の
自
由
を
躁
踊
さ
れ
ん
事
を
恐
れ
、
斯
く
て
権
力
さ
権
力
と

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
樺
分
,立
制
度
論

二
三
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第
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農

二
四

の
間
に
均
衡
を
保
ち
相
互
に
牽
制
せ
し
め
て
、
以
つ
て
人
民
の
自
由
を
確
保
せ
ん
と
し
忙
も
の
で
あ
る
。
即

ち
牽
制
・
均
衡

(
c
h
e
c
k

ρ

ノ

a
n
d
 
b
a
l
a
n
c
e

)
に
最
も
重
鮎
を
置
か
れ
た
。
、例

へ
ば
行
政
に
於
い
て
、
大
統
領
の
官
吏
の
任
命
権

に
就
い
て

は
議
會
上
院
が
之
に
参

與
し
、
亦
そ
の
外
國
と
の
修
約
締
結
権
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
大
統
領
は
行
政
事
務
の
執
行
に
は
各
省
の
官
職
(
o
f
f
i
c
e
)

を
通
じ
て
作
用
す
る
が
、
此
等
の
各
省
の
官
職
は
議
會
を
通

じ
て
創
造
さ
れ
、
或
る
程
度
議
會
に
依
つ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
事

と
さ
れ
て
ゐ
る
。
他
方
、
立
法
に
於
い
て
、
行
政
権
の
元
首
江
る
大
統
領
は
そ
の
ベ
ト
ー
権
、
必
要
と
認
む

る
場
合
に
メ
ツ
セ
ー
ジ

を
逡
る
権
、
臨
時
緊
急
の
場
合
に
臨
時
議
魯
を
招
集
す
る
権
等
を
通
じ
て
立
法
に
参
與
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
樹
司
法

に
於

い
て
は

憲
法
に
依
つ
て
創
造

さ

れ

る
大
審
院
は
議
會
の
作
成
し
九
る
法
律
を
憲
法
違
反
の
故
を
以
つ
て
無
敷
と
宣

言
す
る
権
限
を
有
す
る

が
、
議
會
は
亦
そ
の
判
事
の
数
や
そ
の
サ
ラ
リ
ー
を
決
定
す
る
権
限
を
自
己
の
手

に
留
保
し
て
ゐ
る
。
斯
く

の
如
き
牽
制

・
均
衡
の

体
系

に
於
い
て
、
三
権
の
中
で
立
法
権
は
そ
の
性
質
上
最
も
権
力
強
く
稽

々
と
も
す
れ
ば
立
法
権
萬
能
の
弊

に
陥
り
、
議
會
が
立
法

に
關
す
る
全
権
を
有
し
、
行
政
権
及
び
司
法
権
は
単
に

之
に
從
属
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
な
り
、

一
時
の
多
数
決
に
依

つ
て
輕

々

に
事
を
決
す
る
危
険
性
が
多
分
に
藏
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
米
國
憲
法
は
こ
れ
を
救

ふ
爲
め
に
立
法
議
會

の
專
横
を
抑
制
し
得

る

だ
け
の
強
い
力
を
有
す
る
行
政
権
を
誤
く
る
事

口
努
力
し
江
も
の
で
あ
る
。

然
れ
共
、
薮
に
、
牽
制

・
均
衡
の
罷
系
は
各
部
を
し
て
そ
の
権
限
の
合
理
的
行
使
を
な
さ
し
め
、
然
か
も
効
果

は

一
か
又
は
他
が

時
代
の
要
求
に
從

つ
て
リ
ー
ド
す
る
事
に
依

つ
て
確
保
さ
れ
て
ゐ
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち

、
法
理
論
の
中
で
は
立
法
司
法
行
政

の
三
部
は
同
格
巳
絶
対

に
封
等
と
せ
ら
る
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
統
治
の
現
實
を
見
れ
ば
、
三
つ
の
中
の
あ
る

一
つ
が
常

に

一
時
代
的



優
勢
を
持

つ
て
現
は
れ
て
來
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
米
國
に
於
い
て
、
先
づ
、
革
命
後

の
磯
展
の
時
代
に
於

い
て
は
立
法
は
自
ら
自

、己
を
至
上
と
考

へ
、
亦
他
か
ら
も
至
上
と
考

へ
ら
れ
だ
。
'立
法
は
自
ら
人
民
の
代
表
な
り
と
し
、
亦
斯
く
て
民
意
の
代
表
者
九
る
事

を
要
求
し
、
彼
等
は
明
か
に
人
民
に
代

つ
て
法
律
創
造
の
無
制
限
の
力
を
要
求
し
九
も
の
で
あ
つ
た

。
此
の
立
法
至
上
の
要
求
は
最

の

後
に
は
ア
ン
ド
リ

ユ
ー

・
ジ

ヨ
ン
ソ
ン
の
弾
劾
に
於
け
る
上
院
議
員
の
意
見
の
中
で
開
陳
せ
ら
れ
九
。

然
る
に
内
乱

の
後
指
導
は
漸
次
司
法
の
手
に
移

つ
九
。
第
十
七
世
紀

ス
チ

ユ
ア
ー
ト
王
と
の
長
い
闘
孚
に
於

い
て

コ
ン
モ
ン
・
ロ

ー
裁
判
所
は
、
王
は
沖
と
法
と
の
下
に
統
治
す
る
、
故
に
裁
判
所
は
王
の
行
爲

(
r
o
y
a
l
 
 
a
c
t
i
o
n

)■
の
法
的
効
力

に
就
い
・て
裁
判
す
べ

き
で
あ

る
、
と
い
ふ
要
求
を
強
調
し
九
が
、
第
十
九
世
紀

の
前
半
に
於
い
て
、
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
も
亦
立
法
的
指
導
性
を
憲
法
の
限

界
に
依
つ
て
抑
制
す
べ
き
要
求
を
樹
立
し
、
最
後

に
彼
等
は
立
法
行
爲
を
ば
そ
の
憲
法
違
反
な
り
や
否
や
に
就

い
て
大
規
模

に
審
査

す
る
権
限
を
確
立
し
九
。
部
ち
、
憲
法
追
加
第
十
四
章

(
T
h
e
 
f
o
u
r
t
e
e
n
t
h
 
a
m
e
n
d
m
e
n
t

)

は
凡
べ
て
の
州

立
法
に
対
し
如
何
な

る
人
民
か
ら
も
そ
の
生
命
自
由
叉
は
財
産
を
適
當
な
る
法
律
の
手
續

に
依
ら
す
し
て
奪
ふ
事
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
就
い
て
箏
あ
る
場

合

は
聯
邦
大
審
院

の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
服
せ
し
め
忙
が
、
こ
れ
は
更
に
振
充
せ
ら
れ
て
、
諸
州
の
立
法
の
み
に
止
ま
ら
す
聯
邦
自
身

●

の
立
法
を
も
聯
邦
大
審
院
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
事
と
な
つ
九
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
立
法
が
民
意
の
代
表
者
で
あ
る
と
叫

O

べ
ば
、
裁
判
所
は
憲
法
の
解
釈
者
で
あ
る
と
叫
ん
だ
。

現
代
に
於
い
て
は
指
導
は
殆
ん
ざ
決
定
的
に
行
政

へ
と
移
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
時
代
は
國
家
の
政
治
経
済

外
交

に
於

い

て

個
別
化

(
I
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n

)

と
敏
速
な
る
行
動
と
を
要
求
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
立
法
も
司
法
も
不
適
任
で
あ
る
。
部
ち
、
行
爲
に
先
立
つ

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
権
分
立
制
度
論
7

二
五
.
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筆

輩

三
ハ

で

一
定
の
規
範
を
作
あ
、
叉
は
行
爲
が

な
さ
れ
た
後
で
そ
の
行
爲
が
樹
立
さ
れ
た
規
範

に

一
致
す
る
や
否
や
を
判
定
す
る
事
よ
り
は
、

寧
ろ
、
行
爲
の
唯
中
に
於
け
る
指
導

(
g
u
i
d
a
n
c
e

)

こ
そ
最
も
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
世
界
各
國
を
通
じ
て
行
政
は

現
代
に
於

い
て
最
も
重
要
性
を
加

へ
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

●

④

美
濃
部
博
士
、
米
國
憲
法
の
由
來
及
特
質
第

一
五
二
頁
M
a
c
P
a
i
n
,
 
T
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
p
.
 
1
5
4
.

②
P
o
u
n
d
.
 
R
,
 
T
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
l
i
g
h
t
 
o
f
 
t
o
d
a
y
 
(
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
L
a
w
 
R
e
v
i
e
w
.
 
6
8
.
 
1
9
3
4
,
 
p
.
 
3
0
5
)

二

米

國

大

統

領

制

度

米
國
に
於
い
て
、
大
統
領
及
び
内
閣

の
組
織
は
議
院
内
閣
制
を
と
る
英
佛
の
君
主
叉
は
大
統
領
及
び
内
閣

の
組
織
に
対
比
し
て
見

る
時
極
め
て
特
色
あ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
得

る
。
議
院
内
閣
制
に
於
い
て
は
君
主
叉
は
大
統
領
は
そ
の
内
閣
の
大
臣
を
常
に
議
會
の

多
数

か
ら
任
命
し
叉
は
議
会

の
多
数
と
の

一
致
に
於

い
て
任
命
す
る
と
い
ふ
事
が
特
長
的
で
あ
り
、
そ
し
て
亦
、
君
主
叉
は
大
統
領

は
犬
臣
の
副
署
な
し
に
は
國
法
的
に
有
敏
な
る
命
令
を
獲
す
る
事
を
得
な
い
結
果
と
し
て
、
蝕
で
は
、
権
力
分
立
論
に
反
し
て
議
曾

が
立
法
と
共
に
行
政
を
自
己
の
手

に
掌
握
す
6
事
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち

、
蝕
で
は
、
君
主
叉
は
大
統
領
の
権
限
は
唯
名
義
の
上
の

み
に
止
ま
り
、
國
の
實
質
上
の
政
治
は
議
曾
に
依

つ
て
行
は
れ
、
亦
、
内
閣
は
執
行
團
罷
九
る
可
く
選
ば
れ
忙
立
法
団
体

の
委
員
會

に
過
ぎ
ず
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
㎡

然

る
に
、
米
國
の
大
統
領
は
行
政
権
の
首
長
に
心
て
顎

亦
同
時
に
自
ら
責
任
の
衝
に
當
る
。
從

つ
て
彼
は
他
國
の
首
相
に
相
當
す
る
地
位
を
と
り
、
國
務
大
臣

の
輔
弼
に
依

つ
て
統
治
を
行
ふ
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
下
に
は
内
閣



が
存
在
す
る
が
、
内
閣
の
大
臣
の
任
冤
は
全
く
彼
の
信
任
に
基
づ
き
議
會
の
信
任
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
斯
く
て
、
'内
閣
の
大

臣
は
他
國
の
國
務
大
臣
と
異
り
、
自
ら
責
任
を
負
は
す
、
大
統
領
の
命
を
受
け
て
こ
れ
を
補
助
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
米
國
の

④

憲
法
議
會

に
於
い
て
は
、
斯
く
の
如
き
大
統
領
制
度
を
以
つ
て
君
主
政
治
の
胎
見
で
あ
る
と
な
し
、
強
い
反
対

が
見
ら
れ
九
が
、
激
し

い
討
論
と
及
び
愛
協
と
の
結
果
、
國
の
元
首
を
、
二
重
選
挙

の
方
法
に
於
い
て
選
挙

せ
ら
れ
、
任
期
を
四
ケ
年

と
し
、
そ
の
権
限
が

明
瞭
に
限
定
せ
ら
れ
、
必
要
の
場
合
に
は
議
會
の
弾
劾

に
依

つ
て
彼
を
罷
免
す
る
事
が
可
能
な
る
、
大
統
領
と
呼
ば
れ
る
単
一
人
と

」

①

な
す
事

に
決
定
せ
ら
れ
九
も
の
で
あ
る
。
蕪
に
於
い
て
、
憲
法
は
大
統
領
を
立
法
に
從
屡
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
行
政
の
積
極
的
な
る

首
長
と
し
て
、
立
法
と
同
格
の
地
位
に
置
く
も
の
で
あ
る
。

63

斯
く
て
、
米
國
に
於
い
て
行
政
部
と
立
法
部
と
の
関
係

を
吟
味
す
る
事
が
必
要
と
な
つ
て
來
た
。
先
づ
行
政
部
の
側
か
ら
立
法
部

に
及
ぼ
す
影
響
を
見
れ
ば
、
米
國
に
於
い
て
は

(
a
)
法
律
案
の
提
出
権
は
專
ら
議
會
の
み
に
與

へ
ら
れ
、
政
府
に
ば
與

へ
ら
れ
て

ゐ
な
い
。
政
府
が
法
律
の
作
成
を
希
望
す
る
場
合
は
唯

々
大
統
領
が
慣
脅
上
書
面
を
以
つ
て
す
る
教
書

(
m
e
s
s
a
g
e

)
を
議
會
に
逡
る

事
に
依
つ
て
當
該
法
律
の
作
成
を
側
面
的
に
促
進
す
る
か
、
叉
は
政
府
窯
の
議
員
に
依
囑
し
て
法
律
案
の
提
出
を
な
さ
し
む
る
か
よ

り
外
は
な
い
。
議
會
は
大
統
領
の
教
書
と
難
も
こ
れ
に
拘
束
せ
ら
る
る
事
な
く
、
叉
議
會
に
於
い
て
は
別

に
政
府
案
の
特
別
の
取
扱

ひ
と
い
つ
た
も
の
は
全
然
見
ら
れ
な
い
。

(b
)
政
府
の
官
吏
が
同
時
に
議
會
議
員
九
る
事
は
全
然
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
米
國
に

於
い
て
は
、
英
佛

に
於
け
る
が
如
き
議
院
内
閣
制
度
や
叉
は
政
務
官
制
度
は
全
然
存
在
せ
す
、
如
何
な
る
場
合

と
錐
も
官
吏
の
職
と

議
員
の
職
と
の
兼
職

は
常
に
絶
対

に
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
大
統
領
を
始
め
各
省
大
臣
は
何
れ
も
在
職
中
は
議
員
九
る
を
得
な
ひ

と

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
β
横
分
立
制
度
論

二
七
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二
ん

共
に
亦
議
員
が
官
職
に
就
く
場
合
は
當
然
議
員
の
地
位
を
失

ふ
。
樹
政
府
の
官
吏
が
議
員
忙
る
事
を
得
ざ
る
結
果
と
し
て
彼
等
は
議

會

へ
の
出
席
権
及
び
磯
言
権
を
有
し
な
い
。'
而
し
て
こ
れ
か
ら
生
す
る
不
便
及
び
弊
害
は
唯

々
議
會
の
委
員
會

の
制
度
に
依
つ
て
幾

分
か
救
は
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。

(
c
)
法
律
の
裁
下
に
就
い
て
大
統
領
に
は
ベ
ト
ー
の
特
権
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
消
極
的
立

法
権
牝
る
ベ
ト
ー
権
に
就

い
て
は
後
で
燭
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
d
)
別
に
大
統
領
に
は
臨
時
緊
急
の
必
要
ロ
依
り
臨
時
議
會
の

,

招
集
権

が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
議
会

の
招
集
停
會
閉
會
叉
は
解
散
に
關
す
る
権
限
は
與

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
樹
臨
時

議
魯
招
集
権

と
關
聯
し
て
米
國
の
大
統
領
に
は
緊
急
命
令
発
布

の
権
限
も
全
然
與

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
以
上
立
法
権
は
殆
ん
ご
全
く

立
法
部
に
集
約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
別
に
亦
立
法
部
の
側
か
ら
行
政
部
に
及
ぼ
す
影
響
を
見
れ
ば
、
米
國
に
於

い
て
は

(
a
)
政
府

は
法
律
に
対
し

服
從
の
地
位
に
あ
り
、
大
統
領
は
法
律
が
忠
實
に
執
行
せ
ら
る
る
事
に
監
視

の
責
任
を
負
ふ
。

(b
)
別
に
議
會
は

政
府
の
問
責

に
就
い
て
弾
劾
権

(
i
m
p
e
a
c
h
m
e
n
t

)

が
認

め
ら
る
る
の
み
で
、
他
國
に
於
け
る
が
如
き
質
問
権

及
び
不
信
任
決
議
権

は
米
國
の
議
會

に
は
全
然
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

(
c
)
伺
上
院
は

一
定
の
官
吏
に
就
い
て
大
統
領
の
官
吏
の
任
命
権
に
対
す

る
同

意
権
を
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
に
就
い
て
は
亦
後
で
燭
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

斯
く
て
、
米
國
の
統
治
組
織
に
於
い
て
は
そ
の
原
理
の
上

か
ら
極
め
て
嚴
格
に
権
力
の
分
立
主
義
が
貫

か
れ
、
行
政
部

と
立
法
部

と
は
劃
然
と
匿
分
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
明
瞭

と
な
つ
た
が
、
然
し
乍
ち
、
藪
で
は
政
治
生
活
の
實
際
の
上
か
ら
次
の
二
つ
の
事
實
が

見
逃

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
一
)
米
國
大
統
領
政
治
を
議
院
内
閣
政
治
か
ら
歴
別
す
る

一
つ
の
特
徴
は
行
政
部
の
立
法
部
か
ら
の
殆
ん
ざ
完
全
な
る
独
立
、



換
言
す
れ
ば
行
政
部
の
存
続

と
及
び
権
限
と
が
立
法
部
か
ら
殆
ん
ざ
完
全
に
独
立

で
あ
る
瓢
に
存
し
、
大
統
領

は
行
政
部
の
首
長
ε
・

蓼

し
て
議
會

に
対
し
教
書

を
途
る
権
、
ベ
ト
ー
権
及
び
臨
時
議
會
招
集
権
、
以
上
三
つ
の
立
法
に
關
す
る
消
極
的
権
限
が
與

へ
ら
れ
て

ゐ
る
に
過
ぎ
す
と
さ
れ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
米
國
の
大
統
領
制
度
に
於

い
て
も
大
統
領
の
第

一
の
活
動
は
行
政
で
は
な
く
立
法
に
あ

⑦

る
事
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

乗
國
に
於
い
て
、
國
民
の
眼
は
常
に
大
統
領
及
び
そ
の
内
閣
の
立
法
政
策

に
向
け
ら
れ
て
お
b
、
単
な
る

行

政
政
策

に
向
け
ら
れ

て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
大
統
領
選
挙

に
於
い
て
國
民
は
大
統
領
候
補
者
を
立
法
に
於
け
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
選
挙

す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
斯
く
て

一
度
職
に
就
く
や
、
大
統
領
及
び
そ
の
内
閣
の
時
間
及
び
考
慮
は
行
政
事
件
に
対
す
る
よ
り
は
寧
ろ
立
法
事
件
に
封

し
遙
か
に
多
く
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
大
統
領
及
び
そ
の
内
閣
の
手
腕
は
議
會
の
操
縦

に
か
」
り
、・
そ
れ
は
議
會
の
開
會

期
忙
る
と
閉
會
期
忙
る
ε
を
問

ふ
も
の
で
な
い
。
斯
く
て
、
大
統
領
は
行
政
の
元
首
た
る
よ
り
は
寧
ろ
立
法
の
元
首
忙
る
性
質
を
持

つ
事
が
注
目
さ
れ
る
。
米
國
の
大
統
領
制
度
と
及
び
議
院
内
閣
制
度
と
の
最
後
の
目
標
は
共
に
立
法
的
リ
ー
ダ

ー
シ
ツ
プ
を
確
立
す

る
事
に
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
唯

々
雨
者
は
(
a
)
そ
の
り
ー
ダ

ー
シ
ツ
プ
を
と
る
者
の
選
任
の
方
法
、
(
b
)り

ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
の
敷

果
の
程
度
、
(
c
)リ
ー
ダ
ー
と
リ
ー
ド
さ
れ
る
も
の
ε
の
間
の
関
係
、
(d
)
選
挙
権
者
が
相
談
を
う
け
る
時
と
方
法
、
に
於
い
て
相

・

違
す
る
も
の
で
あ
る
。

米
國
の
方
法
は
事
實
上
立
法
の
リ
ー
ダ
ー
こ
な
る
可
き
大
統
領
が
國
民
全
匿
の
選
挙

に
依
つ
て
決
せ
ら
れ
る
。
現
任
の
大
統
領
が

再
選
を
求
む
る
場
合
は
別
と
し
て
、
大
統
領
候
補
者
が
、
過
去
の
閲
歴
に
於
い
て
は
と
も
か
く
、
現
に
政
党

の
公
認
せ
ら
れ
江
る
リ



ダ
ー
で
あ
る
事
は
甚
だ
稀
の
事

に
属
し
て
ゐ
る
。

一
九
〇
〇
年
及
び

一
九
〇
八
年
ブ
ラ
イ
ア

ン
の
場
合
を
除

き
、

一
九
〇
四
年
パ
ー

ヵ
1
、

一
九
〇
八
年
タ
ァ
ト
、

一
九

一
二
年
ウ
ィ
ル
ソ

ン
、

一
九

一
六
年

フ
ユ
ー
ヂ
、

一
九
二
〇
年

ハ
ー
ヂ

ン
グ
、

一
九
二
四
年
ヂ

ビ

蓉
及
び
そ
の
他
は
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。

此
の
點

に
於

い
て
、
例

へ
ば
英
國
の
内
閣
は
前
述
の
如
く
首
相
を
そ
の
頭
に
頂
く
下
院

の
執
行
委
員
會
に
相
當
し
、
蝕
で
は
議
會

選
挙

の
時
既
に

一
二
の
多
激
窯

の
リ
ー
ダ
ー
達
が
明
瞭
で
あ
り
、
墾
法
に
於
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
は
少
く
共
之
等

一
二
の
人
以
外

に
は
存
す
る
絵
地
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
下
院
の
議
員
選
挙

に
當
つ
て
、有
権
者
達
は
凡
そ
確
實
に
、
そ
れ
等

の
政
党
が
議
會
で
多
敷

を
占
め
た
場
合
、
誰
れ
が
首
相
に
な
る
か
を
知
る
も
の
で
あ
つ
て
、有
櫃
者
の
投
票
は
・恰
も
米
國

に
於
い
て
大
統
領
候
補
者
に
対
し

て
投
ぜ
ら
る
」
如
く
、英
國
に
於
い
て
は
首
相
候
補
者
に
樹
し
て
投
ぜ
ら
れ
る
。
然
も
乍
ら
、
両
者
の
持
つ
著
し

い
相
違

は
、
英
國

の

首
相
候
補
者
の
政
党

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
は
選
挙

に
先
立
つ
て

一
つ
の
既
成
の
事
實
ご
な
つ
て
ゐ
る
の
に
対
し

て
、
米
國
の
大
統
領

候
補
者
は
政
党

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
は
唯

二
そ
の
大
統
領
選
挙

戦
に
於
け
る
勝
利
ご
い
ふ
事
實
そ
の
も
の
に
附
着
し
來
る
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
鮎
に
見
出
さ
れ
て
ゐ
る
。英
國
の
首
相
は
彼
が
政
党

の
頭
で
あ
る
が
故
に
立
法
の
凱
ー
ダ
ー
ε
な
る
の
に
対
し
、米
國
の
大

統
領
は
大
統
僚
の
職
務
が
彼
を
し
て
立
法
の
り
ー
ダ
ー
ざ
な
す
が
故
に
・
彼
は
亦
政
党

の
リ
ー
ダ
ー
ε
も
な
る
と
云
は
れ
ば
な
ら
ぬ
。

米
國
の
大
統
領
の
地
位
に
は
、
直
接
忙
る
と
簡
持
た
る
と
を
問

は
す
、
立
法
の
メ
ン
バ
冷
ε
私
か
に
談
合
し
、
或
は
懇
願
し
、
或

は
威
脅
し
、
叉
は
ベ
ー
ト
権
を
行
使
す
る
等
に
依
つ
て
立
法
の
リ
ー
ダ
ー
九
る
と
共
に
政
党

の
り
ー
ダ
ー
江

る
事
が
婚
保
さ
れ
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
も
あ
れ
、
斯
く
の
如
く
に
し
て
米
國
の
大
統
領
制
度
に
於
い
て
も
大
統
領
の
第

一
の
活
動
は
行
政
で
は
な
く
立



法
に
あ
る
事
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(二
)
現
代
は
國
家

の
政
治
経
済

外
交

に
於
い
て
個
別
化
と
敏
速
な
る
行
動
と
を
要
求
し
、
世
界
各
國
を
通

じ
て
行
政
は
最
も
重

要
性
を
加

へ
て
ゐ
る
事
は
前
忙
も
指
摘
し
忙
が
、
こ
れ
と
共
に
絢
、
世
界
め
立
法
は
最
近
複
雑
し
九
社
會
的
経
済

的
及
び
技
術
的
問

題
に
直
面
し
て
ゐ
る
。
斯
く
て
、
議
會

の
み
が
立
法
の
全
分
野
を
自
ら
管
掌
す
る
事
の
不
可
能
な
る
事
が
著
し
く
明
ら
か
と
な
り
、

例

へ
ば
労
働
立
法
.
公
企
業
統
制
立
法
、
保
健
衛
生
立
法
、
交
通
通
信
統
制
立
法
等
に
關
し
て
議
會
の
專
門
的
技
術
的
能
力
に
關
し

て
は
疑
問
が
持
江
る
」
に
至
つ
九
。
從
つ
て
、
米
國
は
勿
論
、
各
國
の
公
行
政
は
法
律
に
依
ら
す
し
て
、
そ
の
實
質

に
於

い
て
法
律

と
効
果
を
同
じ
う
す
る
行
政
府
の
磯
す
る
命
令
、
規
則
、
叉
は
規
程
に
依

つ
て

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
注
目
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

行
政
府
の
命
令
制
定
権
及
び
そ
の
行
使
の
形
式
が
最
も
簡
明
な
る
も
の
は
佛
國

に
於

い
て
見
出
さ
れ
る
。
鼓
で
は
命
令
制
定
権
は

唯
ゝ

大
統
領
、
内
閣
、
大
臣
、
知
事
及
び
市
長
に
限
つ
て
與

へ
ら
れ
る
が
、
大
統
領
は
命
令

(
d
e
c
r
e
t
s

)
を
稜

す
る
。
大
統
領
の
登

す
る
命
令
は
二
つ
の
重
要
な
る
種
類

に
分
類
さ
れ
る
が
、

一
は
同
様
の
情
況
の
下

に
於
け
る
多
数
を
豫
想
し
て

一
般
的
方
法
を
以
つ

て
こ
れ
を
規
律
し
且

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

一
般
命
令

(
d
e
c
r
e
t
s
 
g
e
n
e
r
a
u
x

)

で
あ
り
、
他

は
個

々
の
具
體
的

事
件
、
例

へ
ば
任
官
、

冤
職
、
土
地
牧
用
に
於
け
る
公
共
事
業
の
認
定
、
豫
備
金
の
使
用
の
如
き
、
に
關
し
て
な
さ
る
る
特
別
命
令

(
d
e
c
r
e
t
s
 
s
p
e
c
i
a
u
x

)

一

で
あ
る
。
更
に
亦

一
般
命
令
は

(
イ
)
普
通
命
令

(
d
e
c
r
e
t
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s

)
(
ロ
)
公
行
政
の
規
則

(
r
e
g
l
i
m
e
n
t
 
d
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

⑨

p
u
b
l
i
q
u
e

)
と
呼
ば
る
」
二
つ
の
重
要
な
る
種
類
…に
分
類
さ
れ
る
。

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
権
分
立
翻
度
論

三
一



法

政

研

究

'

第
十
巻

第

一
貌

三
.二

(
イ
)
普
通
命
令

と
は
法
律

の
執
行
を
監
視

及
び
確
保
す
可
き
大
統
領
の
権
利

(
一
八
七
五
年
憲
法
第
三
條
)
碓
下

に
磯
せ
ら
る

る
、
執
行
命
令
の
事
で
あ
る
。
大
統
領
は
此
の
憲
法
規
定
の
當
然
の
結
果
と
し
て
、
法
律
が
明
文
を
以
つ
{
規

定
す
る
場
合
は
勿
論
、

「

明
文
を
以
つ
て
規
定
せ
ざ
る
場
合
と
錐
も
、
単
に

法
律
の
執
行
の
爲
め
に
必
要
な
る
命
令
を
褒
し
得
る
に
止
ま
ら
す
、
更
に
法
律
の

下

に
於

い
て
既
存

の
法
律
の
規
定
叉
は
精
神

と
抵
鱗
せ
ざ
る
範
囲

に
於
い
て
法
律
の
補
充
の
爲
め
に
必
要
な
る
命
令
を
磯
し
得
る
も

①

の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
統
領
の
普
通
命
令
は
、
理
論
上
、
何
等
特
別
の
法
律
の
根
振
も
叉
は
他
の
官
庁

に
依
る
準
備
行
爲
も
必
要
と

し
な
か
。
然
し
乍
ら
、
大
統
領
は
常
に
必
す
内
閣
叉
は
大
臣
の
輔
弼
に
依
つ
て
統
治
を
行
ふ
も
の
と
せ
ら
る
ゝ

が
故
に
、
事
實
上
、
、

彼
は
普
通
命
令
の
褒
布
に
際
し
て
は
常
に
内
閣
叉
は
大
臣
の
副
署
を
必
要
と
せ
ら
れ
る
。

(
ロ
)
公
行
政
の
規

則
は
委
任
命
令
で
あ

り
、
そ
れ
が
法
律

の
特
別
の
授
権
に
基
い
て
の
み
蛮

せ
ら
る
曳
黙
に
於
い
て
普
通
命
令
と
は
異
る
。
佛
國
の
大
統
領
に
は
、
法
律

は
、

明
文
を
以
つ
て
こ
れ
に
対
し
命
令
を
焚
す
る
権
限
を

委

任

し

且
扶
律
が
自
ら
規
定
す
る
事
を
不
適
當
と
認
む
る
事
項

の
詳
細
を
規

定
せ
し
め
る
事
を
得
る
。
大
統
領
が
公
行
政
の
規
則
を
褒
す
る
場
合
は
、
普
通
命
令
の
場
合
よ
り
も
更
に
廣
汎
な
る
法
律
の
補
山卑
叉

は
充
填
の
権
限
を
持

つ
事
と
な
る
が
、
尚
此
の
場
合
公
行
政
の
規
則
は
法
律
と
同

一
の
数
力
を
持

つ
。
斯
く
て
、
大
統
領
が
公
行
政

の
規
則
を
磯
す
る
場
合
は
豫
め
参
事
院

(
c
o
n
c
e
i
l
 
d
'
E
t
a
t

)
の
助
言
を
得
る
事
を
原
貯
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
統

領
は
必
す
し
も
参
事

院

の
助
言
を
採
用
す
可
き
義
務
が
存
せ
ざ
る
も
、
法
律
上
参
事
院
の
助
言
を
必
要
と
す
る
場
合

に
、
之
を
運
守

せ
ざ
れ
ば
そ
の
命
令
.

m

は
無
妓
で
あ
る
♂

最
後

に
、
此
の
種
め
委
任
命
令
に
就
い
て
は
立
法
の
全
権
.(
p
l
e
i
n
 
p
o
u
v
o
i
r
s

)
の
委
任
の
効
力

の
問
題
が
あ
お
が
、

委
任
は
立
法
の
全
権
を
吸
牧
す
る
程
度
に
於
い
て

一
般
的

(
g
6
u
4
r
a
1

)
叉
は
絶
対

的

(
a
b
s
o
l
u

)

な
る
事
を
許

さ
れ
す
、
委
任
は
特



完

の
事

項

叉

は

特

定

の
地

域

に
限

定

せ

ら

れ

る
場

合

に
於

い

て

の

み
有

敏

で
あ

り

、
且

叉

委

任

は
何

時

と
難

も

法

律

を
以

つ
て

撤

回

し

得

る
も

の

と

の
見

解

が
採

用

さ

れ

て

ゐ
る

*

大
臣
、
知
事
、
市
長
も
同
様

に
そ
の
管

轄
区
域
内
に
於

い
て
命
令
制
定
権
を
持

つ
。

こ
の
命
令
は

と
稻

し
℃
、
大
統
領

の
そ
れ
か
ら

区
別
さ
れ
で
ゐ
る
。

の
制
定
横
及
び

そ
の
行
使

の
形
式
に
就

い
て

は

大
統

領
の

と
稽
々
類
似
す
惹
分
類
が
な
さ
れ
得

る

が

は
凡
べ
て
法
律
、
上
級
官
晦

の
命
令
、
又
は
行
政
裁
判

所

に
依

つ
て

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
さ
れ
て
ゐ
る
o

*
*

大
統
領
に
は
、

一
八

一
四
年

フ
ラ
ン
ス
憲
法
第
十
四
條

「
王

ハ
法
律

ヲ
執
行

ス
ル
爲
及
ピ
國

ノ
安
全
ノ
爲
必
要

ナ
ル
命
令
ヲ
定

ム
」

に
依

つ
て

王
に
対
し

て
認

め
ら
れ
た
如
き
独
立

命
令

の
制
定
橿
が
認
め
ら
れ

て
ゐ
な
い
。

然
し
乍
ら
、
法
律

の
執
行
、
及
び
法
律

の
委
任

に
於
け
る
大
統

領

の
法
律

の
補
充

の
権
限
は
廣
く
認

め

ら

れ
、

斯
く

て
、

こ
の
貼
に
於

い
て
は
君
主
主
義

の
遺
物
が
多
分
に
残

さ
れ
て
ゐ
る
も

の
と
さ
れ
る

英
國

に
於

い
て
も
立
法
は
盆

々
行
政
府

の
補
充
的
立
法

に
依
存
し

つ
エ
あ

る
事
が
注
目

せ
ら
れ
る
。
英
國
に

於

い
て
、
法
律

の
補
充

又
は
委
任
せ
ら
れ
た
立
法
橿
の
行
使
が
な
さ
る
る
最
も
重
要
な

る
手
段
は
勅
令
で
あ
り
、
即
ち

、
橿
密
院

の
諮
詞

を
経

て
嚢

せ
ら

る
る
法
規
命
令

で

あ

る
。

こ
れ
は
今
日

の
内
閣
制
度

の
嚢
達
前
に
橿
密
院

の
活
動
を
見
た
英

國

の
歴
史
的
事
實
に
基
づ

く
。
今

日
大
多
敷

の
場
合
(
事
實
上
は
凡
べ
て
の
場
合
)
法
規
命
令
は
関
係

あ
る
大
臣
に
依

つ
て
作

ら
れ

て
ゐ
る
が
、

そ
れ
等
は
形
式

上
は

と
し
て
議

せ
ら

れ
て
ゐ
る

。

伺
、
委
任
命

.

令

に
就
き
s
英
國

に
於

い
て
は
、
立
法

の
委
任
は
議
會
意
思
尊
重

の
見
地
か
ら
如
何
な

る
範
囲
を
問
は
ず
有
敷

と
さ
れ

て
ゐ
る
。
斯
く

て
英
國

に
於

い
て
行
政
府

の
命
令
権
行
使

の
範
囲
は
頗
る
廣
汎
で
あ
リ
、
法
律

の
補
充
を
含

め
て
執
行
命
令
は
勿
論
、
委
任
命
令
、
及
び
事
實
上

の
狽

立
命
令

(
純
粋

の
意
味

の
独
立
命
令
は
存
し
な

い
)
の
凡
べ
て
を
含
む
も

の
ど
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け

.る
三
擢
分
立
制
度
論

、

三

三

 arretes

decrets

(B
lachly and O

atm
ann, op. cit. p. 127-128) ' arretes

(G
oodnow

. op. cit. p 86)°

(subsidiary legislation)

(C
ouncil)

(statutory order)

O
rder in C

ouncil
(B

lachly and O
atm

ann, op. cit. p. 128)

(G
oodnow

. op. cit. p. 99)0



法

政

研

.
家

¶
」
Ⅲ列
川
劃矧
」
劉
期
劉

第
十
巻

第
一
號

暴
囚
日

然

る
に
米
國
に
於
い
て
は
行
政
府
の
命
令
制
定
権
及
び
そ
の
行
使

の
形
式
は
甚
だ
複
雑
曖
昧
で
あ
り
,
未
だ
整
備
U
仁
構
成
が
な

さ
れ
て
ゐ
な
い
。
鼓
に
亦
、
行
政
の
異
常

の
擁
頭
、
立
法
の
分
野
に
於
け
る
官
僚

の
勢
力

の
増
大
の
根
擦
が
提
供
さ
れ
て
ゐ
る
事
に

氣
付
く
が
、
今
日
、
米
國
の
大
統
領
に
は
事
實
上
廣
汎
に
し
て
且
強
大
な
る
命
令
制
定
権
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
先
づ
、
大
.統
領
は

法
律
の
執
行
を
監
視

す
可
き
彼

の
権
利

(憲
法
第
二
章
第
三
條
第
二
項
)
の
下
に
執
行
命
令
を
磯
す
る
。
彼
の
執
行
命
令
は
軍
に
法

律

の
執
行
の
爲
め
に
必
要
な
る
限
度

に
止
ま
る
可
き
か
、
叉
は
、
更
に
法
律

の
下
に
於
い
て
既
存

の
法
律
の
規
定
叉
は
精
神

と
抵
燭

せ
ざ

る
範
囲

に
於
い
て
法
律
の
補
充
の
爲
め
に
な
さ
れ
得
る
か
に
就
い
て
は
、
從
來
米
國
に
於
い
て
は
佛
國
に
於
け
る
と
は
異

つ
で

)

)

こ
れ
を
消
極
に
解
し
九
が
、
今
日
積
極
に
解
す
る
を

一
般
と
し
て
ゐ
る
。
法
律
の
補
充
は
明
白
な

る
法
令
上
の
短
標

に
基
い
て
、
或

は
執
行
せ
ら
る
可
き
法
律

の
性
質
叉
は
調
子
か
ら
、
或
は
亦
憲
法
上
の
単
な
る

権
能

(
s
o
l
e
 
w
a
r
r
a
n
t

)

か
ら

な
さ
れ
得
可
き
も
の

励

と
さ
れ
る
促
例

へ
ば
、
大
統
領
は
新
忙
に
省
、
政
府
の
部
局
、
委
員
會
等
を
設
け
及
び
,そ
の
権
能
を
定
め
る
命
令
を
磯
す
る
事
を
許

さ
れ
す
、
こ
れ
は
唯

々
國
會
の
梅
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
太
統
領
に
は
、
組
織
の
詳
細
を
ば
充
江
す
方
法
に

依
り
、
叉
は
手
續

の
形
式
を
定
む

る
方
法
に
依
り
、
叉
は
目
的
に
達
す
可
き
手
段
を
ば
規
定
す
る
方
法
等
に
依

つ
て
、
な
さ
る
可
き

多
く
の
も
の
が
淺
さ
れ
て
ゐ
る
。
斯
か
る
事
項
は
補
充
的
命
令
、
規
則
、
叉
は
規
程
に
依
つ
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
唯

々
、
通
常
、

こ
れ
は
大
統
領
に
依
つ
て
直
接
作
ら
れ
す
、
叉
彼
の
名

に
於
い
て
畿
せ
ら
れ
す
、
當
該
官
庁

(
省
大
臣
叉
は
そ

の
他
の
行
政
機
關
)

に
依
つ
て
服
務
命
令
叉
は
規
則
と
し
て
作
ら
れ
る
が
、
必
要
に
應
じ

て
こ
れ
は
大
統
領
の
手
に
集
約
せ
ら
れ
得

る
。
更
に
亦
、
大
統

領
は
、
憲
法
上
の
単
な
る

権
能
か
ら
、
陸
海
軍
の
統
帥
者
と
し
て
規
則
を
定
め
、
官
吏
の
任
命
権
者
と
し
て
服
務
命
令
又
は
規
則
を



磯
し
、
更
に
亦
最
高

の
統
治
構
者
と
し
て
薪
忙
に
獲
得
せ
る
領
土
に
軍
政
を
布
き
叉
は
文
政
を
布
く
命
令
を
登

す
る
事
も
出
來
る
。

こ
れ
は
憲
法
自
身
か
ら
取
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
事
實
、
大
統
領
は
C
o
n
s
u
l
a
r
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
,
 
T
h
e
 
C
i
v
i
l
 
S
e
r
v
i
c
e
 
R
u
l
e
s
,

A
r
m
y
 
a
n
d
 
N
a
n
y
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
,
 
R
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
a
t
e
n
t
 
o
f
f
i
c
e

等
を
爽
布
し
て
ゐ
る
ゆ

實
に
、

こ
れ
に
依

つ
て
見
れ
ば
、

米

國

の
大
統
領
は
疑
も
な
く
事
實
上
独
立
命
令
と
稻
す
可
き
命
令
の
制
定
権
、換
言
す
れ
ば
、副
立
法
権

を
行
使
し

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

次
ぎ
に
、
委
任
命
令
に
就
い
て
見
れ
ば
、
米
國
に
於
い
て
は
、
立
法
の
委
任
は
理
論
上
多
く
否
認
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
聯
邦
大
審

院
に
依
つ
て
支
持
さ
れ
、
聯
邦
大
審
院
は

一
九
三
五
年

一
月
七
日
P
a
n
a
m
a
 
R
e
f
i
n
i
n
g
 
C
o
.
 
v
.
 
R
y
a
n

事
件
、
及
び

同
年
五
月
二

十
七
日
S
c
h
e
c
h
t
e
r
 
v
.
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s

事
件
の
…判
決
に
於
い
て
、

一
九
三
三
年
産
業
復
興
法
の
立
法
委
任

は
憲
法
違
反
と
宣
告

し
忙
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
つ
忙
。

「
米
國
憲
法
は
本
憲
法
に
依
つ
て
認
め
ら
る
る
立
法
権
は
凡
べ
て
上
院
及
び
下

院
よ
り
な
る
國
會

に
與

へ
ら
る
る
旨
を
規
定
す
る
。
從

つ
て
、
國
會
が
そ
の
立
法
権
を
抱
棄
し
叉
は
こ
れ
を
他

に
譲
渡
す
る
を
許
さ

れ
ざ
る
は
明
白
で
あ
る
。
但
し
、
憲
法
は
、
國
會
が
直
接
虚
理
す
る
事
を
得
ざ

る
複
雑
な
る
事
情

の
存
し
、
斯
く
て
國
會
が
弾
力
性

と
實
際
性
の
必
要
な
る
手
段
を
と
る
事
を
拒
否
す
る
も
の
に
非
す
。
國
會
は
自
ら
政
策
を
定
め
、
標
準
を
樹
つ
る
事
を
要
す
る
も
、

但
し
、
定
め
ら
れ
忙
る
限
界
内
に
於
い
て
下
位

の
規
則
を
制
定
し
叉
は
國
會

の
定
め
九
政
策
が
適
用
さ
る
可
き
事
實
を
決
定
す
る
事

は
こ
れ
を
他
に
委
任
し
得
.る
も
の
と
解
す
る
。
蓋
し
、
若
し
斯
か
る
権
能
す
ち
も
認
め
ら
れ
ざ
る
場
合
立
法
府

は
非
常
時
に
役
立
紅

ぬ
事

と
な
る
が
故
で
あ
る
。
然
れ
共
、
國
會
が
何
等
か
の
目
的
を

一
般
的
に
指
示
し
て
大
統
領
を
し
て
そ
の
自

由
な
る
裁
量
に
依
つ

て
立
法
者
た
ら
し
む
る
事
は
許
さ
れ
ず
。
非
常
時
は
権
限
を
創
造
b
増
大
す
る
あ
の
に
非
す
↑
と
。
こ
れ
に
依

つ
て
見
れ
ば
米
國
に

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
旱
権
叢

論

三
五



法

敦

研

究

.

第
十
巻

笙

聾

三

ハ

於
い
て
も
委
任
命
令
は
、
事
實
上
、

認
め
ち

れ
、

所
謂
準
立
法
叉
は
補
助
立
法

(
Q
u
a
s
i
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
d
e
r
 
s
u
b
l
e
g
i
s
l
a
i
t
o
n

)
と

薪
た
に
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
法
律
が
實
行
可
能

の
範
囲
内
で
立
法
の
重
な
る
目
的
を
定
め
叉
事
惰

の
許
す
限
り
詳
細
に
権
限
の
限
界

、

を
示
す
場
合

に
於
い
て
有
敷
で
あ
り
、
立
法
権
の
行
政
府

へ
の
委
任
も
違
憲
に
非
す
と
さ
れ
て
以
つ
て
理
論
は
實
際

の
必
要
の
前

に

の

駅

多
分

の
譲
歩
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
米
國
に
於
い
て
大
統
領
に
は
事
實
上
廣
汎
に
し
て
且
強
力
な
る
命
令
制
定
権
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
明
ら
か
と
な
つ
江
が
、

尚
・
こ
れ
爵

し
て
発

分

の
コ
ン
よ

ー
ル
の
道
が
拓
か
れ
て
ゐ
な
い
事
が
指
摘
せ
ら
れ
得
る
⑱
(
イ
)
米
國

の
大
統
領
は
命
令
の

磯
布
に
於
い
て
、.佛
國
驚
於
け
る
如
く
下
内
閣
叉
は
大
臣
の
副
署
を
必
要
と
せ
ら
れ
な
い
が
故
に
、
こ
れ
に
対
し

て
内
閣
叉
は
大
臣

の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
問
題
と
な
り
得
な
い
。
(
ロ
)
議
會
が
法
律
を
以
つ
て
詳
細
に
亘
る
事
項
迄
も
規
定
し
、
大
統
領
に
命
令
権
行
使

の
絵
地
を
残
さ
し
め
ざ
る
事
に
依
つ
て
、
こ
れ
に
樹
し
て

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
事
も
考

へ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
事
實
上
甚
だ
困
難
で

あ
り
、
議
會
は
行
政
の
智
識
に
暗
く
、
亦
法
律

の
硬
直
性
は
そ
の
具
騰
的
安
當
性
に
於
い
て
命
令
の
輝
力
性
に
及
ば
な
い
事
は
前
に

指
摘
せ
ら
れ
忙
。
(
ハ
)
最
後
に
、
こ
れ
に
対
す

る
司
法
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
不
充
分
で
あ
る
。
聯
邦
大
審
院
は
大
統
領
の
職
務
上
の

行
爲
に
対
し
て
は
出
來
る
丈
け
不
干
渉

の
態
度
を
持
し
、
街
、
行
政
上
の
自
由
裁
量
は
こ
れ
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
事
を
得
す
と
い

⑲

ふ
原
則
を
樹
立
し
仁
。
唯

々
聯
邦
大
審
院
は
最
近
に
至
つ
て
珈
か
そ
の
態
度
を
憂
更
し
、

一
九
三
五
年
に
於
い
て
産
業
復
興
法
に
關

す
る
大
統
領
の
産
業
復
興
令

(
前
出
)
及
び
引
績
き
農
事
調
整
法
、
加
工
税
法
、
農
地
抵
當
法
等

一
聯

の
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
を

(
a
)
聯
邦
政
府
は
州
際
事
業
の
取
締
権
を
有
す
る
に
止
ま
る
の
に
州
の
事
業

に
迄
干
渉
し
忙
る
事

、
(
b
)
立
法
と
行
政



と
の
権
限
の
麗
分
に
關
し
大
統
領
が
立
法
上
の
独
裁
権
を
握
り
立
法
の
全
権
を
委
任
せ
ら
れ
に
る
事
、
は
違
憲

で
あ
り
從
つ
て
無
敷

で
あ
る
ε
判
決
し
九
。
然
れ
共
理
論
は
實
際
の
必
要
の
前

に
多
分
の
譲
歩
を
示
し
て
を
り
、
事
實
上
亦
産
業
復
興
に
關
す
る
多
数

の

委
任
命
令
が
有
敷
に
止
ま
つ
て
ゐ
る
事
は
前
に
指
摘
せ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。

鋤

要
之
、
米
國
の
政
治
組
織
に
於
い
て
、
現
在
、
行
政
部
は
完
全
に
立
法
部
並
び
に
司
法
部
を
リ
ー
ド
し
て
ゐ
る
咲
斯
く
て
、
行
政

部
と
立
法
部
ご
の
関
係

に
就

い
て
パ
ウ

ン
ド
は

「
今
や
米
國
政
治
は
議
會
主
権
確
立
前
の
第
十
七
世
紀
の
英
國

の
政
治
に
逆
轄
し
、

行
政
部

は
チ

ユ
ー
ド
ル
王
叉
は
ス
チ

ュ
ユ
ア
ー
ト
王
の
地
位
に
類
似
す
る
。
チ

ユ
ー
ド
ル
王
及
び
ス
チ

ュ
ア
ー
ト
王
は
出
日來
れ
ば
議

會
ε
協
力
し
て
統
治
を
行
ふ
が
、
止
む
を
得
す
と
あ
ら
ば
議
會

に
拘
泥
せ
す
統
治
し
忙
。
今
や
米
國
の
大
統
領
も
亦
出
來
れ
ば
議
會

㎝

と
協
力
し
て
統
治
を
行
ふ
が
、
止
む
を
得
す
ご
あ
ら
ば
議
會

に
拘
泥
せ
す
統
治
す
る
」
と
述

べ
て
ゐ
る
。
更
に
亦
行
政
部
ε
司
法
部

ε
の
關
…係
に
就
い
て
は
、

一
九
三
五
年
産
業
復
興
法
が
聯
邦
大
審
院

に
依
つ
て
違
憲

の
判
決
を
受
け
た
當
時
、

F

・
ル
ー
ズ
ヴ

禺
ル

ト
大
統
領
が

「
大
審
院
は
、
馬
車
が
ま
だ
幅
を
利
か
し
て
ゐ
た

一
七
八
九
年
ー
米
國
憲
法
が
制
定
さ
れ
九
年
1
,時
代
の
古

い
頭
で
憲

法
を
解
澤
す
る
も
の
で
あ
る
…
…
此
の
判
決
に
は
、
経
済

上
及
び
社
會
上
の
政
府

の
統
制
力
を
根
底

か
ら
奪
ひ
去
ら
ん
と
す
る
意
圖

が
含
ま
れ
て
ゐ
る
」
と
叫
び
、

一
九
三
七
年

一
月
六
日
國
會
開
會
の
壁
頭
聯
邦
大
審
院
改
革
に
關
す
る
爆
弾
教
書
を
磯
し
忙
事
は
周

知
α
事
實
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
最
近
米
國
に
於
い
て
は
、

一
方
、
複
雑
微
妙
な
る
内
外
の
政
治
経
済

外
交

に
虜
す
る
江
め
及
び

米
國
の
民
主
主
義
を
内
外
に
實
践
宣
揚
す
る
爲
め
に
、
米
國
の
立
法
司
法
行
政
機
構
を
改
革
し
、
大
統
領
に
更

に
強
大
な
る
権
限
を

附
與
し
、
独
裁

的
権
限
を
以
つ
て
こ
れ
に
當
ら
し
め
ん
と
す
る
主
張
ε
、
他
方
、
大
統
領
の
権
限
を
更
に
強
化
す
る
事
は
米
國
を
猫

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
椹
分
立
制
度
論

三
七



裁
國
に
導
び
く
も
の
で
あ
う
、
米
國
の
傅
統
的
民
主
主
義
精
神

に
反
す
る
、
大
統
領
は
尺
意
を
事
務
的
に
虚
理
す
る
公
僕
で
あ
弧
、

米
國
の
進
む
可
き
道
は
民
意
の
代
表
者
た
る
議
會
に
依
つ
て
の
み
決
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
と
が
対
立

し
て
ゐ
る
。
前
者

は
行
政
府
派
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
、
後
者
は
立
法
府
派
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
行
政
府
派
グ
ル
ー
プ

の
立
法
府
派
グ
ル
ー

プ

へ
の
塵
倒
的
攻
勢
は
近
時
釜
々
顯
著
な
る
事
實
と
な
つ
て
來
忙
。

米
國
憲
法
第

二
章
第

一
條
参
照
.

濁
乙
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

五
四
條
は
國
宰
相
及
び
國
務
大
臣
が
そ
の
職
に
あ
る
に
は
國
議
會

の
信
任
あ
る
事
を
要
す
る
旨
を
明
言
し
て
ゐ
る
。

美
濃
部
博

士
、
米
國
憲
法

の
由
來
及
び
特
質
第

一
六
九
頁
以
下

樹

此
の
貼
に
關
し

て
は

M
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介
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政

研

究
'

第
十
巻

第

一
號

四
〇

(
一
)
大
統
領
の
被
選
挙

資
格

.
大
統
領
の
被
選
挙

資
格
に
は

(
a
)
米
國

に
出
生
し
忙
る
米
國
公
民
江
る
事
、
即
ち

蹄
化
人
は

被
選
挙

資
格
を
有
せ
す
・
(b
)
年
齢
満
三
十
五
才
以
上
の
も
の
忙
る
事
、
(
c
)
十
四
年
以
上
米
國
に
居
住
し
て
ゐ
お
も
の
な
る
事
、

以
上
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
二
)
大
統
領
…
選
挙の
方
法

大
統
領
選
挙

の
方
法
は
二
重
選
挙

で
あ
る
。
即
ち

、
先
づ
人
民
が
大
統
領
…
選
挙人

(
p
r
e
s
i
d
e
n
t
a
l

且
。。8
誘
)
を
選
挙

し
、
此
の
大
統
領
選
挙

人
が
更

に
大
統
領
を
選
挙

す
る
と
い
ふ
方
法
で
あ
る
。
此
の
選
挙
制
度

は
、
大
統
領
が
議

會
に
於
い
て
選
挙

柑
ら
れ
る
制
度
か
ら
生
す
る
所
の
、
大
統
領
が
議
會
の
下
に
立
ち
強
力
な
る
行
政
権
を
有
せ
す
從

つ
て
三
権
分
立

の
原
則
に
違
反
す
る
の
弊
を
避
け
、
亦
人
民
の
直
接
選
挙

制
度
か
ら
生
す
る
所
の
窯
箏
の
激
化
の
弊
を
避
く
る
と
共

に
、
他
方
、
亦
、

選
挙

に
於
い
て
出
來
得
る
丈
け
州
の
意
向
を
反
映
せ
し
め
ん
と
し
て
ゐ
る
事
が
注
目
さ
れ
る

(憲
法
修
正
追
加
第
十
二
章
参
照
)
。

大
統
領
選
挙

の
諸
手
續

を
吟
味
す
,る
時
、
そ
れ
は

(
a
)
各
政
党

派
別
に
依
る
大
統
領
候
補
者

の
選
定
、

(b
)
大
統
領
選
挙

人

の
選
定
、
(
c
)
投
票

の
計
算
、
の
三
つ
の
重
要
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
a
)
各
政
党

派
別
に
依
る
大
統
領
候
補
者
の
選
定
は
、

(
イ
)先
づ
各
州
に
於
い
て
各
政
党

は
各

≧
そ
の
全
國
窯
代
議
員
會

(
n
a、

t
i
o
n
a
l
 
p
a
r
t
y
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n

)

に
派
遣
す
可
き
代
議
員

の
選
挙
を
行
ふ
。
選
挙

の
方
法
は
政
党
及
び
州
に
依
つ
て
異

る
。
(
ロ
)
大
統

領
の
選
挙
期
日
が
近
づ
く
と
共

に
、
各
政
党
は
各
自
全
國
窯
代
議
員
會
を
開
催
し
、
蝕
で
自
黛
の
大
統
領
候
補
者
を
決
定
す
る
。

(b
)
大
統
領
選
挙

人
の
選
定
は
、

(
ハ
)
各
州

に
於
い
て
、
四
ケ
年
毎
に
大
統
領
の
任
期
満
了
め
前
年
十

一
月
の
第

一
月
曜
同

の
翌
日
の
火
曜
日
に
於

い
て
、
大
統
領
選
挙

人
の
選
挙
が
行
は
れ
る
。
選
定
さ
る
可
き
大
統
領
選
挙

人
の
定
数

は
そ
の
州
か
ら
聯
邦



議
會

に
出
す
上
下
爾
院
の
議
員
敷

の
合
計
と
同
数
で
、
即
ち

例

へ
ば

一
州
が
二
名
の
上
院
議
員
及
び
八
名
の
下
院
議
員
を
持
つ
と
す

れ
ば
そ
の
州
は
十
名
の
大
統
領
選
挙

人
を
持
つ
資
格
が
あ
る
繹
で
あ
る
。
但
し
議
會
議
員
は
大
統
領
選
挙

人
の
職
を
兼

訟
る
事
を
得

す
。
別
に
亦
、
大
統
領
選
挙

人
の
選
挙
方
法
は
各
州
の
法
律

の
定
む
る
所
に
從

ふ
が
、
今
日
凡
べ
て
の
州

に
於

い
て
、人
民
に
依
つ
て

選
挙

せ
ら
れ
る
事
及
び
州
全
體

の
蓮
記
投
票
に
依
る
事
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
蓮
記
投
票
に
就

い
て
は
、
人
民

の
投
票

に
先
立
つ
て
、

先
づ
各
州
に
於

い

て
各
政
党

が
自
窯
の
大
統
領
選
挙

人
候
補
者
リ
ス
ト
を
作
り
、

人
民
は
自
己
の
欲
す
る
政
党

の
大
統
領
選
挙

人

候
補
者
リ

ス
ト

・
カ
ー
ド
に
×
印
を
記
入
し
、
以
つ
て

一
團
の
大
統
領
選
挙

人
を
選
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯

か
る
蓮
記
投
票
制
度

を
ε
る
結
果
ざ
し
て
大
統
領
選
挙

人
は
そ
の
定
数
の
多
少
に
拘
ら
す
各
州
に
於

い
て
最
高
黙
を
占
め
江
窯
派
の
も
の
だ
け
が
全
部
當

選
す
る
事

と
な
り
、
反
対
窯
の
も
の
は

一
名
も
當
選
し
な
い
事

症
な
る
。
こ
れ
は
大
統
領
選
挙

に
出
來
得
る
丈
け
州
の
意
向
を
反
映

せ
し
め
ん
と
す
る
意
圖
で
あ
る
。

(
二
)
大
統
領
選
挙

人
は
そ
の
翌
年

一
月
の
第
二
月
曜
日
に
、
各
州
毎
に
参
集
し
て
大
統
領
及
び

副
大
統
領
を
各

々
別

々
に
選
挙
す
る
。
但
し
投
票
は
必
す
先
き
に
全
國
窯
代
議
員
會

に
於

い
て
決
定
し
江
る
自
窯
の
大
統
領
候
補
者

に
対
し

て
な
さ
れ
る
。

(
c
)
投
票

の
計
算
は
、
(
ホ
)
投
票
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
逸
ら
れ
二
月
の
第
二
水
曜
日
に
、
上
下
雨
院
議
員
立
會
の
下
に
下
院

に
於

い
て
計
算
さ
れ
る
。
投
票
の
過
半
数
を
得
九
る
者
が
大
統
領
に
當
選
す
る
。

(
へ
)
若
し
此
の
計
算
に
於
い
て
過
半
数
を
得
仁
る
者

な
き
時
は
、
下
院
が
そ
の
最
高
霜
者
三
人
の
中
か
ら
大
統
領
を
選
挙

す
る
が
、
此
の
場
合
の
選
挙
権

の
単
位

は
下
院
議
員
個
々
で
な

く
し
て
州
と
.さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち

、
州
は
大
小
と
な

曳
平
等
に

一
票
づ

」
投
票
権
を
與

昏
ら
れ
、
選
挙

は
法
定
の
出
席
州
の
過
半
数

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
権
分
立
制
度
論

四
一



に
依
つ
て
決
せ
ら
れ
る
。
爾
、
副
大
統
領
選
挙

に
就
き
、
此
の
計
算

に
於
い
て
、
過
半
数
を
得
仁
る
者
な
き
時
は
、
上
院
は
最
高
鮎

者
二
名
の
中
か
ら
副
大
統
領
を
魍
學
す
る
が
、
此
の
場
合

の
選
挙
権

の
単
位

は
州
で
は
な
く
上
院
議
員
個

々
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

右
の
如
き
大
統
領
選
挙

の
諸
手
續

中
、
最
も
重
要
な
る
は

(
ロ
)
及
び

(
ハ
)
で
あ
る
。
即
ち
、
大
統
領
逡
墨

に
於
い
て
、
大
統

領
選
挙

人
の
な
す
投
票
は
必
す
先
き
に

(
ロ
)
に
於
い
て
決
定
さ
れ
江
自
裳
の
大
統
領
候
補
者
に
対
し

て
の
み
な
さ
れ
る
が
故
に
、

選
挙

の
結
果
は
既
に

(
ハ
)
に
於
い
て
確
實
ε
な
り
、
術
そ
の
結
果
と
し
て

米
國

に
於
い
て
は
大
統
領
に
關

す
る
二
重
選
挙

が
人
民

の
直
接
選
挙

と
殆
ん
ざ
同

一
の
結
果
と
な
る
事
が
指
摘
せ
ら
れ
得
る
。

②

大

統

領

の

権

限

大
統
領
は
國
の
行
政
官
吏
の
首
長
で
あ
る
。
彼
の
事
實
上
の
権
力
は
頗
る
廣
汎
で
あ
る
。
そ
の
法
源
に
就

い
て
見
れ
ば
、
,彼
に
は

憲
法
に
依
つ
て

一
聯

の
廣
汎
な
る
権
力
が
附
與
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
亦
そ
の
他
の
権
力
が
議
會
の
法
令
に
依
つ
て
與

へ
ら

れ
て
ゐ
る
。
更
に
亦
、
そ
の
権
力
の
あ
る
も
の
は
慣
暫
法
に
基
づ
き
、
あ
る
も
の
は
政
党

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
め
大
統
領
の
特
性
に

基
づ
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
大
統
領
の
権
力
の
範
囲
を
正
確
に
挙
げ

る
事
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
て
、
多
く
は
大
統
領
自
身

の
人
格
及

び
勢
威
に
か
玉
b
、
亦
多
く
は
彼
の
所
属
す
る
政
党

が
議
會
に
於
い
て
多
数
を
誇
り
得
る
か
否
か
に
か
ゝ
る

も
の
で
あ
る
。
更
に
亦
、

或
程
度
ば
時
勢
の
動
き
に
も
関
係

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
例

へ
ば
戦
時
中
は
國
家
全
瞭
が
強
力
な
る
指
導
を
要
求
し
、
米
國
に
於
い

て
は
此
の
責
任
は
大
統
領
の
肩
に
か
」
る
も
の
で
あ
つ
て
、
大
統
領
の
権
力
は
國
家
非
常
時
に
際
し
て
は
不
可
避
的
に
績
大
さ
れ
て

來
る
も
の
で
あ
る
。



大
統
領
の
権
力
に
關
し
て
は
、
亦
、
理
論
ざ
實
際
と
の
間
に
相
違
が
存
在
し
得
る
事
も
注
目
さ
れ
る
。
例

へ
ば
、
理
論
上
に
於

い

て
は
、
大
統
領
は
立
法

に
關
す
る
権
限

を
持
た
ぎ
る
行
政
の
首
長
で
あ
り
、
彼
は
法
律
を
執
行
す
る
の
み
で
法
律

の
作
成
に
参
與
せ

す
、
米
國
が
三
権
分
立
を
採
る
以
上
立
法
作
用
ε
行
政
作
用
ε
は
當
然
別

々
の
機
關

に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
さ
れ
る
が
、
然
る

に
、實
際
上
に
於
い
て
は
此
の
三
権
分
立
の
原
則
は
嚴
格
に
貫
ぬ
か
れ
て
む
る
繹
で
は
な
く
、
大
統
領
は
そ
の
人
格
及
び
勢
威
に
從
つ

て
法
律

の
作
成
に
事
實
上
強
力
に
参
與
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
議
會
に
樹
し
て

一
定
の
法
律

の
通
過
を
強
引
に
要
求
し
、
或
は

亦
實
際
上
法
律
ε
同

一
の
数
力
あ
る
行
政
命
令
を
褒
布
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
斯
く
て
理
論
上
は
ε
も
か
く
、
法
律
作
成
の
現
實
の

プ

ロ
セ
ス
を
考

へ
る
場
合
、
立
法
に
於
い
て
大
統
領
は
無
視

せ
ら
れ
る
事
を
得
な
い
事
に
就
い
て
は
前
述
し
九
如
く
で
あ
る
。

大
統
領
の
権
限
は
次
の
八
つ
に
分
類
せ
ら
れ
得
る
。
.(
一
)
法
律
の
作
成
に
対
す

る
関
係

に
於
け
る
権
限

(
二
)
法
律
を
執
行
す

る
権
限

(
三
)
行
政
官
の
任
菟
権

(
四
)
外
交
関
係

の
指
揮
権
及
び
條
約
の
締
結
櫃

(
五
)
陸
海
軍
統
帥
権

(
六
)
恩
赦
権

(
七
)
,

政
党

の
承
認
せ
ら
れ
た
る
り
ー
ダ
ー
と
し
て

彼
に
附
與
せ
ら
る
る
権
限

(
ハ
)
を
の
他
大
統
領
の
特
権
、
以
上
で
あ
る
。

(
一
)
法
律
の
作
成
に
対
す

る
関
係

に
於
け
る
模
限
、
國
家

の
重
要
な
る
事
件
に
關
し
随
時
議
會
に
対
し

て
報
告
を
す
る
事

は
大

統
領
の
義
務
で
あ
り
(
第
二
章
第
三
條
第

一
項
)、
こ
れ
は
慣
習
上
教
書
に
依
つ
て
な
さ
れ
る
が
、
特
別
の
場
合

と
し
て
彼
は
自
ら
議

會

に
出
席
し
て
こ
れ
に
親
し
く
呼
び

か

け

る
事
も
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
教
書

や
呼
び
か
け
に
依

つ
て
大
統
領
は
議
會
に
樹
し
て

法
律
を
作
成
し
叉
は
法
律
を
修
正
す
る
必
要
の
存
在
す
る
事
を
注
意
す
る
。
亦
大
統
領
は
必
要
と
認

め
た
る
場
合
は
臨
時
議
會
を
召

集
し
て
議
會
に
樹
し
彼
の
要
求
に
慮
ぜ
ん
事
を
求
め
る
事

も
許
き
れ
る
。
議
會
は
大
統
領
の
要
求

に
慮
す
る
何
等
の
義
務
も
持
九
な

米
懐
聯
郭
憲
怯
κ
於
け
乃
三
樺
分
立
制
憂
論

'

幽
窪



法

.
政

.
研

究
ー

」

第
十
巻

第

一
輩

■四
四
、

い
が
、
通
常
、
彼
と
議
會
の
多
数
窯
と
は
同

一
政
党
に
属
す
る
所
か
ら
鼓
で
も
大
統
領
の
要
求
は
重
要
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ

る

(第
二
章
第
三
條
第

一
項
)
。

大
統
領
は
法
律

の
裁
下
に
關
し
ベ
ト
ー
権
を
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち

、
講
會
を
通
過
し
江
凡
べ
て
の
議
案

や
議
決
は
そ
の
後
で

大
統
領

に
提
出
さ
れ
る
事
を
要
す
る
が
、
大
統
領
は
そ
れ
か
ら
十
日
の
中

に
こ
れ
に
サ
イ

ン
を
し
、
議
案
や
議
決
は
そ
こ
で
効
力

を

褒
生
す
る
。
時
と
し
て
大
統
領
は
サ
イ
ン
す
る
事
な
し

に
そ
れ
を
議
會

に
突
き
返
す
。
此
の
場
合
、
議
會
爾
院

が
各

々
そ
の
議
員
の

三
分
の
二
以
上
の
多
激
を
以
つ
て
再
び
そ
の
議
案
や
議
決
を
パ

ス
せ
し
め
ざ
る
限
り
、
そ
れ
は
効
力

を
発
生

し
な
い
。
街
若
し
も
大

統
領
が
議
案
や
議
決
に
サ
イ

ン
も
せ
す
、
亦
十
日
以
内
に
そ
れ
を
議
禽
に
突
き
返
し
も
し
な
い
場
合

は
、
議
會

が
自
ら
十
日
の
期
限

を
延
期
せ
ざ

る
限
り
、
大
統
領
の
サ
イ

ン
な
し
に
そ
れ
は
効
力
を
畿
生
す
る

(第
一
章
第
七
條
)。

賀
に
斯
く
の
如
き
ベ
ト
ー
権
の
行
使
は
多
く
大
統
領
と
議
會
建
の
関
係

に
か
か
り
、
雨
者
の
関
係

が
協
調
的
で
あ
る
場
合
は
大
統

領
は
ベ
ト
ー
権
を
行
使
す
る
機
會
を
殆
ん
ざ
持
忙
な
い
が
、
然
ら
ざ
る
場
合
ベ
ト
ー
権
は
議
會
を
チ
エ
ツ
ク
す
る
大
統
領
の
有
力
な

る
武
器
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
術
、
大
統
領
が
議
案
や
議
決
を
ベ
ト
ー
す
る
場
合
は
、
彼
は
そ
れ
を
全
燈
と
し
て
拒
否
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の

一
部
丈
け
を
拒
否
す
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。

「
イ

エ
ス
」
か

「
ノ
ー
」
か
、
何
れ
か
で
あ
る
。

(
二
)
法
律
を
執
行
す
る
権
限

大
統
領
は
法
律
が
忠
實
に
執
行
せ
ら
る
る
事

に
就
き
監
視

す
る
責
任
を
持

つ
.
(第
二
章
第
一
條
第

一
項
)
。

大
統
領
は
聯
邦
の
法
律
を
必
す
し
も
自
分
自
ら
執
行
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
事
務
は
大
統
領
の
内
閣
の
十
名
の
閣
員

や
叉
例

へ
ば
州
際
商
業
委
員
會

(
J
n
t
e
r
s
t
a
t
e
 
C
o
m
m
e
r
c
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n

)

の
如
き
各
種
の
部
局
に
委
任
せ
ら
れ
得
る
。.
然
し
乍



ら
、
此
等
の
官
吏
及
び
そ
の
部
下
は
悉
く
大
統
領
に
隷
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
大
統
領
は
彼
等
を
任
命
し
叉
は
罷
冤
す
る
。
樹
.

大
統
領
は
法
律

の
執
行
に
際
し
必
要
の
場
合
は
聯
邦
の
兵
力
を
使
用
す
る
事
も
許
さ
れ
て
ゐ
る
。

』

(
三
)
行
政
官
の
任
命
権

、
大
統
領
は
政
府
の
凡
べ
て
の
高
級
の
官
吏
、
例

へ
ば
内
閣
の
閣
員
、
大
審
院
判
事
、
大
使
・
公
使
・

領
事
、
及
び
そ
の
他
憲
法

に
依

つ
て
共
の
任
命
に
關
し
特
別
の
規
定
を
設
け
ざ
る
も
亦
怯
律

に
依
つ
て
規
定
す

る
こ
と
を
要
す
る
官

吏
を
上
院
の
建
議
及
び
承
諾

(
a
d
v
i
c
e
 
a
n
d
 
a
p
p
r
o
v
a
l

)
の
下
に
任
命
す
る

幽(第
二
章
第
二
條
隔
。

大
統
領
が
此
等
の
官
吏
を
任
命
す

る
場
合
は
、
先
づ
被
推
薦
者
の
名
前
を
上
院
に
提
出
し
、
上
院
は
そ
れ
を
直
ち
に
各

々
適
當
の
委
員
會
例

へ
ば
司
法
委
員
會
、
外
交

委
員
會
の
如
き
に
廻
付
す
る
。
此
等
の
委
員
會
は
更
に
特
別
委
員
會

(
s
u
b
-
c
o
m
m
i
t
t
e
e

)
に
委
囑
し
て
被
推
薦
者
に
就
い
て
調
査
せ

し
め
任
命
が
承
諾
せ
ら
る
可
き
か
拒
否
せ
ら
る
可
き
か
に
就
い
て
報
告
せ
し
め
る
。
若
し
拒
否
せ
ら
る
可
し
と
さ
れ
九
場
合
は
更
に

委
員
會
を
開
い
て
こ
れ
を
潔
議
し
、
然
る
後
賛
否
の
報
告
が
上
院

に
於
い
て
磯
表
せ
ら
れ
、
そ
の
後
で
上
院
は
こ
れ
に
就

い
て
投
票

を
行
ふ
。
賛
否
は
投
票
の
過
半
数
を
以
つ
て
決
す
る
。

上
院
は
内
閣
閣
員

の
任
命

に
就
い
て
は
大
統
領
の
任
命

に
対
し
て
承
諾
を
拒
否
せ
ざ
る
事
を
以
つ
て
原
則
と
し
て
ゐ
る
。
唯
過
去

百
年
間
に
二
回
丈
け
こ
れ
を
拒
否
し
江
例
が
存
す
る
。
上
院
に
交
付

さ
れ
江
内
閣
閣
員
以
外
の
他
の
官
吏
の
任
命
に
關
し
て
は
上
院
F

は
こ
れ
を
承
諾
す
る
も
拒
否
す
る
も
全
く
自
由
で
あ
る
が
、
但
し
こ
れ
に
就
い
て
も
特
別
の
事
由

の
な
い
限
り
、
こ
れ
に
承
諾
を
與

へ
る
事
を
普
通
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち

、
上
院
の
建
議
及
び
承
諾
は
清
極
的
受
動
的
性
質

の
も
の
と
解

さ
れ
て
ゐ
る
。
尚
、
重
要
性
の

よ
り
少
い
下
級
の
官
吏
の
任
命
楠
就
い
て
は
、
議
會
は
、
法
律
の
特
別
の
規
定
に
依
つ
で
、
上
院

の
建
議
及
び
承
諾
を
維

る
事
な
し

一
米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
ミ
樵
分
立
翻
度
論

四
五



塗

勇

、
研
究

一

・

、

繁

毒

、讐

襲

葵

に
大
統
領
叉
は
各
雀
長
官
裁
判
所
等
に
こ
れ
が
專
行
を
な
さ
し
め
得
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

官
吏

の
冤
職

(
R
e
m
o
v
a
l

)

に
就
い
て
は
、
弾
劾
に
依
る
官
吏
の
冤
職
の
場
合
を
除
い
て
は
、
憲
法
に
は
何
等
の
規
定
も
存
し
な

い
。
然
し
乍
ら
、
大
統
領
は
既
に
早
く
か
ら
官
吏
の
冤
職
に
關
す
る
権
限
を
確
保
し
て
ゐ
た
。
更
に
大
審
院

も
亦
最
近
の
判
決
に
於

い
て
、
大
統
領
の
此
の
冤
職
権

は
議
會
の
如
何
な
る
行
爲
に
依

つ
て
も
制
限
せ
ら
る
ゝ

事
を
得
す
と
な
し
、
部

ち
、
議
會
が
薪
牝
に

、

●

一
の
官
職
を
設
く
る
場
合
と
錐
も
、
此
の
官
職
に
任
命
せ
ら
れ
た
る
官
吏
を
冤
職
す
可
き
大
統
領
の
権
限
は
議

會
に
依
つ
て
制
限
せ

ら
る
る
事
を
得
ざ
る
も
の
と
な
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

(
四
)
外
交
関
係

の
指
揮
権
及
び
條
約

の
締
結
権
、
大
統
領
は
外
國
と
の
國
交
に
就

い
て
指
導
虚
理
す
る
。
此
の
目
的
の
爲
め
に

大
統
領
は
大
使
公
使
領
事
及
び
そ
の
他
外
交
官
を
外
國
に
邊
り
、
叉
外
國
か
ら
外
交
官
を
受

け

る

(第
二
章
第
二
條
)。
大
統
領
の
外

交
権
は
彼

の
持
つ
権
力
の
中
最
も
重
要
な
る
も
の
曳

一
つ
で
、
戦
争

か
平
和
か
何
れ
に
導
び
く
か
は

一
に
こ
れ

に
か
ゝ
る

。
外
國
と

の
條
約
は
先
づ
上
院
に
提
出
さ
れ
且
上
院
で
三
分
の
二
以
上
の
多
敷
に
依
つ
て
承
諾
せ
ら
れ
江
る
後
に
非
ざ
れ
ば
効
力

を
叢
生
し
な

い
。
術
州
の
外
交
権
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い

(第
一
章
第
十
條
)。

(
五
)
陸
海
軍
統
帥
権

大
統
領
は
米
國
の
陸
海
軍
及
び
米
國

の
召
集
し
た
る
義
勇
兵
を

統
帥
す
る

(第
二
章
第
二
條
第
一
項
)
。

即
ち

彼
は
米
國
の
陸
海
軍
全
將
校

の
任
冤
権
を
持
つ
。
聯
邦

へ
の
直
接

の
勤
務
に
服
せ
ざ
る
州

の
義
勇
軍
の
將

校
の
任
免
の
み
は
原

則
と
し
て
州
の
法
律
の
定
む
る
所
に
從

ふ
。
米
國
に
於
い
て
陸
海
軍
の
編
制
権

は
議
會

の
権
限
に
馬
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
が

(第
一
章

第
八
條
)、
大
統
領
は
其
の
統
帥
権
を
通
し
て
他
國
と
交
戦
状
態

に
入
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
米
國
t
於
い
て
宣
職
布
告
権
は
誘
會
の
権



限
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
際
議
會
は
實
質
的
に
見
れ
ば
交
戦
状
態

の
形
式
的
宣
言
を
行
ふ
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
。

大
統
領
の
陸
海
軍
統
帥
権
の
内
容
は
頗
る
廣
汎
に
し
て
且
弾
力
的
性
質
を
持
つ
も
の
と
せ
ら
れ
る
。

(
六
)
恩
赦
権
、
大
統
領
は
聯
邦
法
の
違
反
者
ζ
樹
し
恩
赦
権
を
持
つ
.(
第
二
章
第
二
條
)
。
但
し
州
法
の
違
反
者
に
対
し
て
は
恩

赦
権
を
持
た
な
い
。
恩
赦

の
奴
果
は
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
る
者
を
し
て
そ
の
所
罰
が
ら
冤
か
れ
し
む
る
事
で
あ
つ
て
、
恩
赦
に
は

刑
の
執
行
猫
豫

(器
唱
旨
く
o)

減
刑
及
び
刑
の
冤
除
が
含
ま
れ
る
。
大
統
領
の
恩
赦
権
に
は

一
つ
の
重
要
な
る
制
限
が
存
す

る

も
の

で
あ
つ
て
、
師
ち
、
揮
劾
に
由
つ
て
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
対
し

て
は
刑

の
恩
赦
を
行
ふ
事
を
得
な
い
。
大
統
領
は
恩
赦
権
.の
行

使
に
就
い
て
は
司
法
省
に
諮
り
、
そ
の
勧
告
を
聞

い
た
後
で
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
七
)
政
党

の
承
認
せ
ら
れ
た
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
権
力
、
大
統
領
ば
憲
法
叉
は
法
律

に
依
つ
て
與

へ
ら

れ
九
る
に
非
す
し
て
、

唯
政
党

の
承
認
せ
ら
れ
に
る
り
ー
ダ

ー
と
し
て

の
彼

の
地
位
か
ら
生
す
る
権
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
前
述
分
如
く
、
大
統
領
は
種

々
の
誓
約
を
含
む
政
党

の
政
綱

の
上
に
、
立
法
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
選
ば

れ
る
も
の
で
あ
β
。
從
つ
て
、
大
統

領
は
政
党

の
承
認

せ

ら
れ
た
る
り
ー
ダ
ー
と
し
て
、
此
等
の
誓
約
が
實
行
せ
ら
れ
る
様
に
監
視

す
る
権
利
ε
義
務
ご
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

(
八
)
そ
の
他
大
統
領
の
特
権
、
大
統
領
は
そ
の
任
期
中
裁
判
所
に
依
る
訴
追
を
受
け
す
、
大
統
領
が
あ
る
種

の
犯
罪
の
故
に
問

責
せ
ら
れ
得

る
唯

一
の
裁
判
所
は
弾
劾
裁
判
所
と
し
て
の
上
院
の
み
で
あ
る
。
此

の
大
統
領

の
特
権

の
存
在
理
由
は
、
或
は
大
統
領

は
國
の
最
高
の
機
關
で
あ
る
が
故
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、
或
は
も
つ
ご
現
實
的
理
由
と
し
て

彼
は
弾
劾
の
場
合
を
除
い
て
は
恩
赦
の
無

制
限
の
権
力
を
持
ち
、
此
の
恩
赦
権
は
自
分
自
身

に
対
し
で
も
向
け
ら
れ
得
る
が
故
で
あ
る
ε
も
せ
ら
れ
る
。

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
権
分
立
制
度
論

四
七



四

.聯

邦

立

法

部

①

國

會

の

、
組

織

國
會
は
上
下
二
院
よ
り
な
る

(第

一
章
第
一
條
)。
米
國
憲
法
制
定
前

の
十
三
州

の
聯
邦
會
議
で
は
聯
合
規
約

に
依
つ
て

一
院
制
が

と
ら
れ
て
ゐ
忙
が
、

一
七
八
七
年
憲
法
委
負
會
で
は
薪
政
府
は
二
院
制
を
採
る
可
き
も
の
こ
さ
れ
江
。
そ
の
理
由
は

(
イ
)
凡
べ
て

●

.

の
州
に
於
い
て
議
會
は
二
院
制
が
採
ら
れ
て
ゐ
た
事
、
(
・
)
二
院
を
持
つ
事
に
依
つ
て
大
小

の
州
は
夫
々
そ

の
利
益

が
調
和
せ
ら

、

れ
得
た
事
、
即
ち

米
國
政
治
組
織

の

一
特
色
は
そ
の
聯
邦
制

に
あ
る
が
、
大
き
な
州
は
人
ロ
に
基
づ
く
代
表
制
度
を
欲
し
、
小

さ
い

州
は
十
三
州
が
凡
べ
て
平
等
に
代
表
せ
ら
る
る
代
表
制
度
を
欲
し
た
。
然

乃
に
此
の
利
益

は
二
院
制
を
採
る
事

に
依
つ
て
調
和
せ
し

め
ら
れ
得
江
。
即
ち
下
院
制
度
は
前
者
を
、
上
院
制
度
は
後
者
を
満
足
せ
し
め
た
。

(
ハ
)
二
院
制
は
輕
卒
且
不
賢
明
な
る
行
動
を

阻
止
す
る
に
役
立
つ
と
思
は
れ
た
事
、今
日
の
議
會
制
度
は
二
院
制
を
以
つ
て
普
通
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
二
院
制
は
人
民
の
自

由

の
爲
め
の
最
も
安
全
な
る
保
障
で
あ
る
ご
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
故
で
あ
る
。
即
ち

、

一
般
に

一
院
制
は
偏
見

や
激
情
に
依
つ
て
容

易
に
動
か
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
從

つ
て
、
法
律
の
作
成
と
い
ふ
重
大
な
る
仕
事

は
議
會
の
上
下
爾
院
に
依
つ
て
愼
重
に
熟
慮
す
る

事
を
必
要
ε
す
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
、
爾
院
は
チ

エ
ツ
ク

。
ア
ン
ド

・
バ
ラ
ン
ス
の
地
位
に
立
た
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
實
に
、

米
國
の
國
會
は
以
上
三
つ
の
理
由
か
ら
二
院
制
を
採
る
に
至
つ
忙
も
の
で
あ
る
。

上
下
爾
院
の
構
成
に
就
い
て
は
議
員
の
選
挙

の
時
期
場
所
及
び
方
法
等

は
各
州
に
於
い
て
そ
の
立
法
部
の
定

む
る
所
に
從
ふ
。
但



し
、
聯
邦
議
會
は
何
時
ご
雄
も
法
律
を
定
め
て
上
院
議
員
の
躍
學
の
場
所
に
關
す
る
事
項
以
外
の
選
挙
事
項

に
關
す
る
規
定
を
変
更

し
得
る
権
利
を
留
保
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る

(
第
一
章
第
四
條
)。

(
一
)
下
院

は
二
年
毎
に
各
州
の
人
民
に
依

つ
て
選
挙

せ
ら
れ
九
る
議
員
よ
り
成
立
す
る
。
前
述
の
如
く
、
米
國
の
國
會
に
は
議

會
解
散
の
制
度
が
な
く
、
從
つ
て
選
挙

は
常
に
隔
年
に
行
は
れ
る

(
第

一章
第
二
條
)。

各
州
の
人
民
の
選
挙
資
格
は
各
州
に
於
い
て
そ
の
立
法
部
の
定
む
る
所
に
從
ふ
外
、
聯
邦
憲
法
は
爾
各
州

の
選
塁
人
は
そ
の
州
の
,

立
法
部
の
中
の
議
員
敷
の
多
き
立
法
部

(
州
に
於
け
る
上
下
爾
院
の
中
何
れ
か

一
つ
)
の
議
員
を
選
挙

す
る
資
格
あ
る
事
を
要
す
る

も
の
と
し
て

ゐ
る
。

下
院
議
員
の
被
選
挙

資
格
は

(
イ
)
年
齢
二
十
五
歳
以
上
な
る
事

(
・
)
米
國
の
國
籍
を
取
得
し
て
か
ら
七
ケ
年
以
上
を
経
過
し

て
ゐ
る
事

(
ハ
)
選
挙

の
時
そ
の
州
の
住
民
九
る
事

(
二
)
及
び
、
慣
習
的
に
、
そ
の
選
挙

恒
の
住
民
江
る
事

、
以
上
が
要
求
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。

下
院
議
員
は
聯
邦

に
加
入
し
た
る
各
州
の
人
口
に
比
例
し
て
各
州
に
配
分
さ
れ
る
。
但
し
下
院
議
員
の
敏
は
人
口
三
萬
に
付
き

一

人
を
超
過
す
る
事
を
得
す
、
樹
各
州
は
少
く
共

一
名

の
下
院
議
員
を
選
出
す
る
事
を
得
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
下
院
議
員

の
現
在
数
は
四
百
三
十
五
人
ε
な
つ
で

ゐ
る
が
、
選
挙

は
小
・
選
挙匹
制
、
即
ち

一
選
挙
区

一
人
制
で
、
且
そ
の
代
表
を
公
平
な

ら
し

む
る
爲
め
に
、
原
則
ざ
し
て
、
國
勢
調
査

(
十
ヶ
年
に

一
回
)
の
度
毎
に
選
挙
匪
の
修
正
を
行
ひ
、
各
選
挙

展

の
人
口
を
略
々
平
均

せ
し
む
る
事

に
し
で
ゐ
る
。
尚
此
の
修
正
を
な
す
も
の
は
各
州

の
議
會
で
あ
る
。

米
國
櫛
邦
憲
法
に
於
け
る
三
櫻
分
立
制
度
論

'四
九



(
二
)
上
院
は
州
の
大
小
に
關
は
ら
す
平
等
に
各
州
か
ら
二
名
づ

玉
選
挙
せ
ら
れ
江
る
議
員

か
ら

な
る

(
第

一
章
第
三
條
)。
斯

く
の
如
き
州
代
表
の
平
等
権
は
假
令
憲
法
改
正
の
方
法
に
依
る
と
も
そ
の
州
の
承
諾
な
し
に
変
更

す
る
事
を
得

ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

斯
く
の
如
き
憲
法

の
規
定
は
小
さ
な
州
を
大
き
な
州
の
專
横
か
ら
防
禦
す
る
目
的
を
以
つ
て
設
け
ら
れ
九
も

の
で
あ
る
。

米
國
憲
法
に
依
れ
ば
、
始
め
上
院
議
員

は
各
州
の
立
法
部
に
依
つ
て
選
挙

せ
ら
る
Σ
も
の
と
さ
れ
た
が
、

一
九

一
三
年
修
正
憲
法

第
十
七
章

は
こ
れ
を
改
め
て
人
民
の
直
接
選
塁
に
依
つ
て
選
挙

せ
ら
る
ゝ

も
の
ε
し
九
。
各
州
の
人
民
の
選
挙

資
格
は
各
州
に
於
い

て
そ
の
立
法
部

の
定
む
る
所
に
從

ふ
外
、
憲
法
は
術
各
州
の
選
挙

人
は
そ
の
州
の
立
法
部
の
中
の
議
員
数
の
多

き
立
法
部
の
議
員
を

…
選
挙す
る
資
格
が
あ
る
事
を
要
す
る
と
し
て
ゐ
る
事
は
下
院
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

上
院
議
員
の
被
選
挙

資
格
は

(
イ
)
年
齢
三
十
歳
以
上
な
る
事

(
・
)
米
國
の
國
籍
を
取
得
し
て
か
ら
少
く
共
九
ケ
年
以
上
を
経

過
し
て
ゐ
る
事

(
ハ
)
選
挙

の
時
そ
の
州
の
住
民
江
る
事
、
以
上
で
あ
る
。

上
院
議
員
の
任
期
は
六
ヶ
年
、
そ
の
三
分
の

一
つ

」
二
年
毎
に
改
選
せ
ら
れ
て
清
薪
の
氣
を
議
會
に
途
る
事

ご
さ
れ
て
ゐ
る
。
尚

一
州
か
ら
同
時
に
二
入

が
改
選
せ
ら
れ
る
事
は
な
く
、
從
つ
て
そ
の
選
挙
区

は
州
全
燈
で
あ
る

(第

一
章
第
三
條
第
二
項
㌔

米
國
に
於
い
て
は
國
會
は
少
く
共
毎
年

一
回
開
會
せ
ら
れ
、
法
律
を
以
つ
て
憂
更
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
毎
年

十
二
月
第

一
月
曜
日
に

開
魯
さ
れ
る
。
大
統
領
は
臨
時
議
會
召
集
の
権
を
有
す
る
も
そ
れ
以
外
に
は
開
會
閉
會
停
會
解
散
の
権
を
有

せ
す
、
國
會
は
自
主
的

に
活
動
す
る
。

②

國

會

の

権

限



國
會
拡
聯
邦

の
意
思
機
關

と
し
て
頗
る
廣
汎
な
る
権
限
を
蒋
つ
。
立

法
機
關

と
し
て
の
國
會
の
権
限
の
範
囲

は
立
法
権
第
八
條
に

十
八
項
目
に
亘

つ
て
列
挙

さ
れ
て
ゐ
る
。
通
常
こ
れ
を
國
會
の
十
八
権
限
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
但
し
國
脅
の
立
法
権

は
此
の
十
八
項

目
に
限
ら
る
N
事
な
く
、
そ
の
他
憲
法
に
依
つ
て
與

へ
ら
れ
た
る
権
限
内
に
於
い
て
自
由
に
立
法
す
る
事
を
得

る
も
の
と
ざ
れ
る
。

(
一
)
立
法
團
體

と
し
て
の
圃
會

の
権
限

國
會
の
十
八
権
限
は
次
の
五
グ
ル
ー
プ
に
分

つ
事

を
得
る
。

(
a
)
財
政
上
の
権
限

(
b
)
幣
制
構

(
c
)
陸
海
軍
編
制
権

(d
)
商
業
規
律
権

(
e
)
そ
の
他
の
権
限
、
以
上
で
あ
る
。

(
a
)
財
政
上
の
権
限

國
會
は
合
衆
國
の
國
債
を
償
還
し
國
防
及
び

一
般
の
安
寧
の
維
持
に
必
要
な
る
設
備
を
な
す
爲
め
に
、

租
視

手
数
料

輸
入
税

及
び
消
費
税

を
賦
課
徴
収

す
る
事
を
得

る
。
・然
し
凡
べ
て
の

直
接
税
、
手
数
料
、
輸
入
視
及
び
浩
費
視
は
米
國
全
土
を
通
じ
て
平
等
、
即
ち

何
虜
に
於

い
て
も
同

一
物
品
に
対
し

て
同

一
率
を
以

つ
て
課
視
す
る
事
を
要
す
る
。
人
頭
税
及
び
そ
の
他
の
直
接
税
は
人
口
に
應
じ

て
州
の
間
に
配
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
粗
事

と
さ
れ
て
ゐ

る
。
更
に
、
國
會
は
何
れ
の
州
か
ら
の
輸
出
商
品
に
対
し

て
も
租
税
又
は
關
税
を
課
す
る
事
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
叉
大
審
院
の

解
釈

に
依
れ
ば
州
政
府
の
必
要
な
る
手
段

例

へ
ば
州
又
は
地
方
團
罷

の
吏
員

の
俸
給
、
州
叉
は
、

地
方
團
鵠
の
公
債
證
書

の
如
き
に
対
し
て
も
課
税
す
る
事
を
得
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
b
)
幣
制
権

國
會
は
貨
幣
を
鋳
造
し
て
そ
の
便
格
を
定
め
、

亦
外
國
貨
幣

の
便
格
を
定
む
る
事
も

出
來
る
。
貨
幣

の
鋳
造
権
は
排
他
的
に
聯
邦
に
所
属
し
州

に
な
所
属
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
憲
法
の
中
で

は
紙
幣
螢
行
に
關
す

、

る
國
會
の
権
限
に
就
い
て
は

一
言
も
燭
れ
て
ゐ
な
い
が
、
大
審
院
は
、
國
會
は
そ
の
起
債
権

の
附
帯
的
特
.

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
橿
分
立
制
度
論

五
一

(taxes)
(duties)

(im
ports)

 (excise)

(necessary instrum
entalities)

(B
ond)

(M
onetary pow

ers)

(borrow
ing m

oney)



権
と
し
て

此
の
種

の
権
限
を
行
使
し
得

る
と
し
江
。
現
在
流
通
し
て
ゐ
る
紙
幣
は
凡
べ
て
國
會
の
認
可
の
下
に
襲
行
さ
れ
て
來
忙
も

の
で
あ
る
。

(
c
)
陸
海
軍
編
制
権

國
防
に
關
し
て
は
、
(
イ
)
大
統
領
が
陸
海
軍
の
統
帥
者
江
る
事

(
ロ
)
陸
軍
に
關

す
る
豫
算
は
ニ
ケ
年

以
上
に
亘
る
糠
績
豫
算
を
作

る
事
を
許
さ
れ
ざ
る
事
、
以
上
二
つ
の
事
項
を
除
い
て
は
、
事
實
上
國
會
の
権
限

は
無
制
限
で
あ
る
ビ

さ
れ
て
ゐ
る
。
國
會
は
陸
海
軍
を
設
け
、
之
を
維
持
し
、
陸
海
軍

の
統
治
管
理
に
關
す
る
規
則
を
定
め
、
義
勇
軍
召
集
法
を
定
め
、

亦
州
義
勇
軍
の
編
制
及
び
使
用
に
關
す
る
法
律
を
制
定
す
る
事
を
得
る
。
更
に
亦
國
會
は
職
を
宣
し
、
且
敵
國

に
対
す

る
慮
報
的
奪

ご

掠
及
び
敵
般
捕
掌
免
許
状
を
磯
給
し
、
亦
陸
上
及
び
海
上
に
於
け
る
捕
獲
叢
關
す
る
規
則
を
定
め
る
事
を
得

る
。

憲
法
議
會
に
於
い
て
は
國
防
の
問
題
が
最
も
重
要
な
る
議
題
の
中
心
ど
な
つ
た
。
即
ち
憲
法
草
案
者
達
は

「外
國
の
兵
力
及
び
勢

力
か
ら
の
危
険
」
に
重
大
な
る
關
心
を
示
し
、
憲
法
は
斯
か
る
危
険
を
眼
中
に
置
い
て
起
草
さ
れ
龍
も
の
で
あ

る
。
從

つ
で
國
會
は

米
國
の
凡
べ
て
の
批
丁
を
兵
役
の
義
務
に
服
せ
し
め
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

一
九

一
七
年
及
び

一
九

一
八
年
の
徴
兵
法
に
依
つ

て
實
現
化
せ
ら
れ
五
。
術
陸
海
軍
の
編
制
に
關
し
州
は
聯
邦
に
服
從
す
べ
く
、
州
は
國
會

の
承
諾
な
し
に
は
平

時
に
於
い
て
軍
隊
叉

は
軍
艦
を
所
有
す
る
事
を
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

(d
)
商
業
規
律
権

國
會
は
諸
外
國
ε
の
貿
易
、
諸
州
間

の
通
商
及
び
イ

ン
デ
ア

ン
種
族
ビ
の
通
商

に
就

き
規
則
を
定
珍
、
合

衆
國
を
通
じ
て
破
産

に
關
し
て

一様

の
法
律
を
制
定
す
る
。
亦
度
量
衡
の
標
準
を

祠
定
し
、
科
學
の
進
歩
及
び
有
釜
な
る
技
藝
の
頚

蓬
を
奨
勘
す
る
爲
め
に
特
許
権
及
び
著
作
権
の
制
度
に
依
つ
て
磯
明
者
又
は
著
作
者
を
保
護
し
得

る
。
更
ら

に
亦
郵
便
局
を
設
置
し



郵
便
道
路
を
開
設
し
得
る
も
の
こ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
e
)
そ
の
他

の
権
限

以
上
の
外
、
國
會
は
尚
重
要
な
る
権
限
を
持
つ
。
即
ち
、
或
は
大
審
院
以
下
の
下
級
裁
判
所
を
構
成
し
、

或
は
海
賊
犯
及
び
其
の
他
公
海
に
於
い
て
犯
し
た
る
重
罪
及
び
國
際
法
違
反
の
犯
罪
に
定
義
を
與

へ
る
。
尚
そ

の
外
、
或
は
既
述
の

諸
種

の
立
法
権
や
叉
は
此
の
憲
法
の
規
定
等
に
依
つ
て
合
衆
國
政
府
省
及
び
そ
の
他
の
官
庁

に
属
せ
し
め
ら
れ
九
る
凡
べ
て
の
権
利

を
執
行
す
る
爲

め
に
も
必
要
に
し
て
適
切
な
る
立
法
を
行
ひ
、
或
は
合
衆
國
を
通
じ
て
平
等
な
る
蹄
化
法
を
制
定
す
る
、
等
で
あ
る
。

(
二
)
立
法
團
體
と
し
て

に
非
ざ
る
國
會
の
権
限

上
下
爾
院

は
立
法
事
務
以
外
の
事
務
に
就
い
て
も
夫

々
特
殊
の
権
限
を
有
す

る
。

(
、
)
下
院

の
特
殊
な
権
限
、
下
院
は
立
法
事
務
以
外
の
事
務
に
就
い
て

バ
イ
)
大
統
領
の
選
挙
権

(
ロ
)
歳
入
豫
算
案
先
議
権

(
ハ
)
弾
劾
提
起
…権
を
有
す
。

(イ
)
大
統
領
選
挙

権
、
大
統
領
の
選
挙

に
於
い
て
、
大
統
領
選
挙

人

の
投
票

の
計
算

の
結
果
が
過
半
数
を
得
忙
る
者
な
き
に
至

つ
た
場
合
は
、
下
院
は
最
高
鮎
者
三
人
の
中
か
ら
大
統
領
を
選
挙

す
る
が
、
そ
の
詳
細
に
就
い
て
は
既
述
し
た
。

(
ロ
)
歳
入
豫
算
案
先
議
権
、
下
院
は
歳
入
豫
算
案
の
先
議
権
を
有
す
。
即
ち
、
憲
法
第

一
章
第
七
條

に

「
歳
入
増
加
に
關
す
る

議
案
は
下
院
が
先
づ
之
を
議
決
す
る
、
但
し
、上
院
は
其
の
議
案
を
提
出
し
叉
は
修
正
す
る
事
を
得
る
」
旨
を
規
定
す
る
。
從
來
此
の

條
文
の
規
定
は
下
院
、
殊
に
大
き
な
州
に
対
し
議
入
豫
算
に
対
す

る
磯
案
権
を
保
障
せ
ん
と
す
る
意
圖
の
下
に
生
れ
忙
も
の
で
あ
る

が
、
然
し
乍
ら
爽
案
権
に
就
い
て
は
同
條
但
書
に
於
い
て
上
院
に
も
亦
こ
れ
が
保
障
せ
ら
れ
る
事
こ
な
つ
忙
。
爾
歳
出
に
就

い
て
は

魅

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
権
分
立
制
度
諭

五
這



法

政

研

究

第
十
巻

第
一
輩

五
四

聯
邦
憲
法
に
於
い
て
明
文
の
規
定
は
存
せ
ざ
る
も
、
慣
習
的
に
下
院
は
歳
出
豫
算
の
先
議
権
を
も
有
す
る
も
の
箆
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
ハ
)
弾
劾
提
起
権
・
下
院
は
大
統
領
以
下
聯
邦
の
官
吏
を
弾
劾
す
る
。.
こ
れ
に
關
し
聯
邦
憲
法
第

一
章
第
二
條
末
項
は

「
下
院

は
弾
劾
提
起
権
を
專
有
す
」
及
び
同
策
二
章
第
四
條
は

「
大
統
領
副
大
統
領
及
び
其
の
他
凡
べ
て
合
衆
國
文
官

は
叛
逆

(
t
r
e
a
s
o
n

)

牧
賄

(
b
r
i
b
e
r
y

)
叉
は
そ
の
他
の
重
罪
及
び
輕
罪

(
o
t
h
e
r
 
h
i
g
h
 
c
r
i
m
e
s
 
a
n
d
 
m
i
s
d
e
m
e
a
n
o
r
s

)
を
理
由
と
す
る
弾
劾
、
叉
は
以

上
の
罪
名
に
該
當
す
る
有
罪

の
判
決
、
に
基
い
て
罷
冤
せ
ら
る
可
き
」
旨
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
先
づ
下
院
が
大
統
領
以
下
聯
邦

の
官
吏

江
る
内
閣
閣
員
大
使
公
使
聯
邦
裁
判
所
判
事
郵
便
局
長
等
を
弾
劾
せ
ん
と
す
る
時
は
、
當
該
官
吏
が
第
二
章
第

四
條

に
掲
げ
ら
れ
仁

る
罪
の

一
を
犯
し
忙
る
旨
を
決
議
し
、
直
ち
に
上
院

に
告
訴
す
る
。
下
院
は
省
上
院
に
於
の
る
訴
追
を
途
行
す

る
爲

め
に
り
ー
ダ

ー

を
選
ぶ
。
斯
く
て
、
事
件
は
、
上
院

に
於
い
て
、
普
通
裁
判
所
に
於
け
る
と
殆
ん
ご
同
じ
形
式
に
於
い
て
審
理
裁
判
さ
れ
る
。
即
ち

告
発
者

は
事
實
を
述

べ
、
調
査
や
訊
問
が
行
は
れ
、
溜
論
が
行
は
れ
る
。
凡
べ
て
が
終
了

し
て
後
、
上
院
議
員
全
部
を
判
事
と
し
て

そ
の
投
票
が
行
は
れ
る
が
、
判
決
は
出
席
議
員

の
三
分
の
二
以
上
の
多
数

に
依
つ
て
決
定
さ
れ
る
。

弾
劾
事
件
の
判
決
は
冤
官
及
び
將
來
合
衆
國
政
府
の
下
に
名
巻
、
信
任
叉
は
利
得
あ
る
官
吏
九
る
の
資
格
を
剥
奪
す
る
事
以
外
に

及
ぶ
事
を
得
な
い
が
・
但
し
、
弾
劾
を
提
起
せ
ら
れ
た
る
官
吏
は
、
此
の
弾
劾
裁
判
の
外

に
、
別
に
法
律

に
定
む
る
所
に
從
ひ
公
訴

(
j
u
d
g
e
m
e
n
t
)

審
問

(
t
r
i
a
l

)
判
決

(
j
u
d
g
e
m
e
n
t

)'
及
び
処
罰

(
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t

)

を
受
く
る
事
を
冤
が
れ
得
ざ
る
も
の
と
さ
れ

て
ゐ
る

(憲
法
第
一
章
第
三
條
末
項
)。

下
院
の
弾
劾
提
起
権
の
實
際
的
意
義
は
少
く
、
そ
の
行
使

の
實
例
は
從
來
九
回
に
過
ぎ
す
、
且
上
院
が
有
罪

の
宣
告
を
與

へ
忙
も



の
は
三
件
に
過
ぎ
す
、
尚
被
弾
劾
者
は
多
く
司
法
官
に
限
ら
れ
て
ゐ
た

。

(b
)
上
院

の
特
殊
的
権
限
、
上
院
の
特
殊
的
権
限
は
下
院
で
比
し
て
頗
る
強
大
で
あ
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は

(
イ
)

副
大
統
領
選
挙

権

(
ロ
)
弾
劾
裁
判
権

(
ハ
)
官
吏
の
任
命
同
意
権

(
二
)
條
約
批
准
権
が
あ
る
。

(イ
)
副
大
統
領
選
挙

権
、
副
大
統
領

の
選
挙

に
於
い
て
、
大
統
領
選
基
人
の
投
票
の
計
算
の
結
果
が
過
半
数
を
得
九
る
者
な
き

に
至
れ
る
場
合
は
、
上
院
は
最
高
貼
者
二
名
の
中
か
ら
副
大
統
領
を
選
塁
す
る
が
、
そ
の
詳
細

に
就
い
て
は
既
述
し
江
。

(
ロ
)
弾
劾
裁
判
権
、
大
統
領
以
下
合
衆
國
文
官
に
対
す

る
弾
劾
が
提
起

せ
ら
れ
九
場
合

は
上
院
は
弾
劾
裁
判
所
と
し
て
こ
れ
を

裁
判
す
る
。
上
院
が
弾
劾
事
件
審
査
の
爲
め
脂
集
魯
す
る
時
は
上
院
議
員
は
宣
誓
を
な
す
事
を
要
し
、
樹
前
述

の
如
く
判
決
は
出
席

議
員

の
三
分
の
二
以
上
の
多
敷

に
依

つ
て
決
定
さ
れ
る
。

、

・

(
ハ
)
官
吏

の
任
命
同
意
権
、
上
院
は
大
統
領
の
官
吏
任
命
権
に
關

し
同
意
権
を
有
す
る
。
即
ち
大
統
領
の
更
迭
の
度
毎
に
変
る

多
数

の
重
要
な
る
官
吏
の
移
動
は
凡
べ
て
大
統
領
の
專
断
に
任
う
る
事
な
く
、
上
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
に
就
い
て
は
既
述
し
忙
。

(
二
)
條
約
批
准
権
、
憲
法
第

二
章
第
二
條
第
二
項
は

「大
統
領
は
上
院

の
建
議
及
び
同
意

(
a
d
v
i
c
e
 
a
n
d
 
c
o
n
s
e
n
t

)
を
得
て
條

約
を
締
結
す
る
事
を
得
、
但
し
上
院
の
建
議
及
び
同
意
は
出
席
議
員

の
三
分
の
二
以
上
の
決
議
を
経
る
事
を
要
す
」
と
し
て
以
つ
て

上
院
に
対
し
大
統
領

の
外
國
條
約
締
結
に
關
し
て
批
准
権
を
與

へ
て
ゐ
る
。
上
院
は
直
接
外
交
の
衝
に
當
る
事
な
く
且
外
國
ご
の
條

約
を
交
渉
商
議
す
る
の
は
專
ら
大
統
領

の
権
限
竃

属

せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
但
し
條
約
の
数
力
発
生

の
瓢
に
於
い
て
、
大
統
領
の

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
確
分
立
制
度
論

・五
五



外
交

に
關
す
る
全
権
は
上
院
に
依
つ
て
チ
エ
ツ
ク
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
斯
く
て
、
事
實
上
、
大
統
領
が
條
約
を
締
結
せ
ん
と

す
る
場
合
は
多
く
非
公
式

に
上
院

の
外
交
委
員
會
の
意
向
を
打
診
し
、
條
約
の
上
院
通
過
に
豫
め
努
力
す
る
。
實
に
上
院
の
條
約
批

准
権
は
上
院
の
持
つ
最
も
重
要
な
る
権
限
の

一
つ
で
あ
り
、,
上
院
は
こ
れ
を
武
器
と
し
て
大
統
領
の
外
交
を
批
判
し
時
と
し
て
指
導

す
ぢ
も
の
で
あ
る
。
尚
條
約
の
批
准
に
際
し
て
は
條
約
の
修
正
も
こ
初
に
附
帯
し
て
行
ひ
得
る
も
の
と
さ
胸
て
ゐ
る
。

一
八
七
〇
年

グ
ラ
ン
ド
大
統
領

の
獲
議

に
か
か
る
サ
ン
・
ド
ミ
ン
ゴ
合
併
條
約
、
近
く
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
焚
案
に
か
か
る
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ

條
約

の
不
成
立
等
は
米
國
に
於
け
る
上
院
の
條
約
批
准
権
の
地
位
を
有
力
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

伺
、
最
後

に
、
米
國
に
於
い
て
は
上
院
の
政
治
上
の
勢
力
は
下
院
の
そ
れ
に
比

べ
て
甚
だ
大
な
る
事
が
指
摘

せ
ら
れ
得
る
。
そ
の

理
由
症
し
て
、
米
國

に
於
い
て
は
、
英
佛
に
於
け
る
が
如
き
議
院
内
閣
制
度
が
と
ら
れ
す
、
上
院
議
員
及
び
下
院
議
員
は
共
に
同

一

の
選
挙

民
か
ら
直
接

に
選
挙

せ
ら
れ
、
然
か
ゑ
上
院
議
員
の
任
期
は
下
貌
議
員
の
そ
れ
の
三
倍
で
あ
り
、
亦
上
院
の
権
限

は
下
院
の

権
限

よ
り
頗

る
廣
汎
で
あ
る
事
等
が
暴
げ
ら
れ
る
。

五

聯

邦

司

法

部

①

聯

邦

司

法

部

の

組

織

聯
邦
司
法
部

に
就
い
て
は
、
米
國
に
於
い
て
は
最
下
部
か
ら
最
高
部

へ
平
行
に
走
る
二
組

の
裁
判
権
が
存
在
す
る
事
が
注
目
さ
れ

る
.
第

一
は
州
裁
判
権
で
あ
る
。
・即
ち
、
各
州
は
自
己
の
裁
判
所
を
持
ち
且

一
定
範
囲

内
の
事
件
を
裁
判
す
る
自
己
の
判
事
を
持

つ



も
の
で
あ
つ
て
、
斯
く
て
、
下
級
州
裁
判
所
、
上
級
州
裁
判
所
及
び
時
と
し
て
は
州
に
於
け
る
最
終
審
裁
判
所
と
し
て
の
控
訴
裁
判

所
が
存
在
す
る
。

第
二
は
、

こ
れ
と
全
然
系
統
を
異
に
し
且
異
つ
九
範
囲

に
於
い

て
裁
判
権
を
持
つ
裁
判
所
並
び

に
判
事
か
ら
構

成

せ
ら
れ
る
聯
邦
裁
判
権
で
あ
る
。
而
し
て
、
鼓
で
も
亦
匪
裁
判
所

(
d
i
s
t
r
i
c
t
 
c
o
u
r
t
s

)
控
訴
巡
回
裁
判
所

(
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
s
 
o
f

a
p
p
e
a
l

)
及
び
聯
邦
大
審
院

(
t
h
e
 
S
u
p
r
e
m
e
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s

)

の
三
階
級

に
分
れ
て
ゐ
る

(第
三
章
第
一
條
)
。

米
國

に
於
い
て
司
法
権
の
構
成
が
斯
く
の
如
き
特
異
性
を
持
つ
に
至
つ
忙
理
由
は
米
國
政
治
組
織
の
特
異
性

に
節
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら

ぬ
。
憲
法
制
定
前

の
聯
合
規
約
の
下
で
は
唯
州
裁
判
権

の
み
が
存
在
し
て
聯
邦
裁
判
権
は
存
在
し
て
ゐ
な
か
つ
に
。
然
し
乍
ら
、

斯
か
る
制
度

の
下
で
は
、
先
づ
異
つ
た

州
の
市
民
と
市
民
と
の
間
に
紛
争
が
惹
起
さ
れ
忙
場
合

に
こ
れ
を
裁
判

す
る
仲
裁
的
裁
判
構

が
存
在
し
な
い
講
で
あ
り
、
更
に
亦
、
斯
か
る
制
度
の
下
で
は
そ
の
第

一
の
義
務
が
國
會
の
作
成
し
江
法
令
を
適
用
す
る
に
あ
る
如

何
な
る
裁
判
所
も
存
在
し
な
い
繹
で
あ
る
。
此
の
二
つ
は
醤
司
法
制
度
が
持
つ
た
根
本
的
欠
陥

あ
つ
て
、
從

つ
て
憲
法

の
編
纂
者

達
は
斯
か
る
飲
陥
を
救
濟
せ
ん
と
欲
し
江
。
州
裁
判
権
と
聯
邦
裁
判
権
ご
二
組

の
裁
判
権
が
存
在
せ
し
め
ら
る
る
理
由
は
實
に
茲
に

存
し
、
斯
く
て
國
會
は
恒
裁
判
所
を
最
底
に
聯
邦
大
審
院
を
最
頂
に
置
く
聯
邦
裁
判
権
の
完
全
な
る
體
系
を
樹
立
し
九
も
の
で
あ
る
。

(
イ
)
聯
邦
大
審
院
、
こ
れ
は
ワ
シ
ン
ト

ン
に
あ
り
。

一
名
の
首
席
判
事
及
び
八
名
の
陪
審
判
事

か
ら
な
り
、
そ
の
凡
べ
て
は
上

院
の
承
諾
を
以
つ
て
大
統
領

に
依

つ
て
任
命
さ
れ
る
。
判
事
は
絡
身
官
で
あ
り
、
弾
劾
に
依
る
外
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
る
る
事
な
し
。

槍
、
そ
の
裁
判
は
少
く
共
六
名

の
列
席
を
要
す
る
合
議
裁
判
で
あ
る
。

(
ロ
)
巡
回
控
訴
裁
判
所
、
こ
れ
は
全
國
に
九
つ
あ
り
、
そ
の
各

々
は
三
州
叉
は
そ
れ
以
上
の
優
域
を
区
劃
し
て
司
法
を
管
轄
し

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
擢
分
立
制
度
論

五
七
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第

一
貌

王
八

て
ゐ
る
。
此
等
の
裁
判
所
は
巡
回
裁
判
を
す
る
が
故
に
此
の
名
が
あ
り
、部
ち
彼
等
は

一
都
市
か
ら
他
都
市

へ
法

廷
を
開
廷
し
て
廻
る
。

判
事
の
総
数
は
五
名
乃
至
二
十
三
名
で
あ
う
、

一
訴
訟
に
列
席
す
る
判
事
は
二
名
を
原
則
&
す
る
。
判
決
に
就
い
て
意
見
の

一
致
を

見
ざ
る
時
は
聯
邦
大
審
院

の
教
示
叉
は
最
後
判
決
を
求
め
る
事
が
出
來
る
が
、
但
し
大
抵
の
場
合
は
巡
回
控
訴
裁
判
所
が
最
後
判
決

権
を
痔
つ
。
術
、
置
裁
判
所
の
管
轄
権
が
問
題
と
せ
ら
る
る
場
合
、
捕
獲

に
關
す
る
事
件
の
場
合
、
及
び
聯
邦

に
関
係
あ
る
問
題
の

含
ま
る
る
事
件
の
場
合
は
控
訴
は
巡
回
控
訴
裁
判
所
を
経
す
し
て
厩
裁
判
所
か
ら
直
ち
に
聯
邦
大
審
院

へ
移
す
事
が
可
能
で
あ
る
。

(
ハ
)
恒
裁
判
所
、
全
國
は
八
十

一
司
法
区

に
分
れ
、
そ
の
各

々
の
区
内

に

一
(
時
と
し
て
二
叉
三
)
の
聯
邦
区
裁
判
所
が
置
か

れ
て
ゐ
る
。
判
事
、
m
o
r
s
c
h
e
l
及
び
a
t
t
o
r
n
e
y
各

々

一
名

か
ら
構
成
せ
ら
れ
る
が
、
凡
べ
て
は
検
事
総
長

の
推
薦
に
依
り
大
統

領

に
依
つ
て
任
命
せ
ら
れ
る
。

實

に
右

の
如
き
二
組
の
裁
判
権

の
組
織
に
於
い
て
は
裁
判
管
轄
権
の
問
題
は
最
も
重
要
で
あ
る
。
如
何
な
る
事
件
が
州
裁
判
所
の

管
轄

に
属
し
叉
如
何
な
る
事
件
が
聯
邦
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
か
に
就
い
て
は
憲
法
は

一
定
の
事
件
を
聯
邦
裁
判
所
の
管
轄
に
属

せ
し
む
る
事
に
依
つ
て
、
残
余

の
事
件
は
州
裁
判
所
の
管
轄

に
属
せ
し
む
る
と
い
ふ
分
類
の
方
法
を
採
つ
九
。
聯
邦
裁
判
所

の
管
轄

に
驕
す
可
き

一
定
の
事
件
に
就
い
て
は
憲
法
第
圭

章
第
二
條
が
規
定
す
る
。

司
法
権
は
、
此
の
憲
法
及
び
合
衆
國
の
法
律
及
び
既
に
締
結
し
又
將
來
締
結
せ
ら
る
可
き
條
約
よ
り
惹
起
す
る
凡
べ
て
の
法
律
上
及
び
正
衡
法
上

の
事
件
、
大
使
其
他
外

交
官
及
び
華

に
關

す
鑑

べ
て

の
事
件
、
.海

上
法
に
關
す
る
凡
べ
て
の
事
件
、

合
衆
國
が
一
報

の
当
事
者

た
る
凡
べ
て

の
訴
訟
、

二
個

又
は

二
個

以
上

の
州

政
府
が
當
事
者

た
る
凡
べ
て
の
係
璽
事
件
、
異
り
た
る
州

の
市
民
間
に
起
り
た
る
事
件
、
他
州

の
宮
有
地
梯



下
を
受
け
た
る
同

一
州
市
民
間
に
該
佛
下
官
有
地

に
關
し

て
起
り
た
る
璽
議

、

一
州
叉
は
そ

の
州

の
市
民
と
外
國
又
は
外
國

の
人
民
叉
は
臣
民
と

の
問

に
生
じ
た

る
凡
べ
て

の
争
議
に
及
ぶ
も
の
と
す
。

大
使
其
他
外
交
官
及
び
領
事
ヒ

關
す
る
訴
訟

及
び
州

が
當
事
者
た
る
凡
べ

て
の
事
件

に
就

い
て
は

聯
邦
大
審
院
依
第

一
審
裁
判
管
轄
権
を
有
す
。

其
他

の
凡
べ
て

の
事
件
に
就

い
で
は
議
會
が
上
訴
に
關

し
て
定
む
る
所

の
除
外
例
及
び
規
則
に
從

ひ
大
審
院
は
法
律
問
題
及
び
事
實
問
題
に
付
き

上
訴
裁
判
管

轄
権
を
有
す
。

弾
劾
事
件
を
除
く
外

刑
事
事
件

の
審
剣
は
凡
べ
て
陪
審
官
之
を
な
す
。

當
該

審
判
は
犯
罪
あ
り

だ
る
州
に
於

い
て
之
を
行
ふ
可
し
。
若
し
其
の
,犯
,

罪
行
爲
地
が
何
州

の
管

轄
に
も
厨

せ
ざ

る
場
合
に
は
其

の
審
判
は
國
會

の
定
め
た
る
法
律

の
命
ず

る
場
所
に
於

い
て
之
を
な
す
可
し
。

即

ち

、

こ

れ

に
依

つ
て

見

れ

ば

、
第

一
、

聯

邦

裁

判

所

は

、

そ

れ

が

聯

邦

憲

法

の
規

定

又

は

風

會

に
依

つ
て

作

成

さ

れ

江
法

律

更

℃

に
又
は
上
院
に
依
つ
て
批
准
さ
れ
た
條
約
等

に
関
係
す
る
場
合
は
、
訴
訟
當
事
者

の
如
何
を
聞
は
す
、
こ
れ
が
裁
判
管
轄
権
を
持
ち
、

第
二
、
聯
邦
裁
判
所
は
訴
訟
當
事
者
が
聯
邦
の
州
で
あ
り
叉
は
訴
訟
に
関
係

す
る
團
體

叉
は
個
人
が
異
つ
九
州

に
属
す
る
場
合
は
、

事
件
の
性
質
を
問
は
す
、
こ
れ
が
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
部
ち
聯
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
は

二

)
事

件
の
性
質

(
二
)

訴
訟
當
事
者

の
種
類

の
二
方
面
か
ら
決
定
さ
れ
る
事
と
な
つ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
例

へ
ば
個
人
間
叉
は
団
体

間
に
争
議
が
生
じ
た
場
合
、

溜
護
士
は
事
件
が
聯
邦
裁
判
所
、
州
裁
判
所

の
何
れ
に
繋
属
す
可
ぎ
か
を
判
断
す
る
繹
で
あ
る
が
、
そ
の
際
彼
等
は
事
件
は
第
三
章

.

第
二
條
に
墨
げ
ら
れ
九
文
句
の
何
れ
に
該
當
す
る
か
を
研
究
す
る
。
例

へ
ば
、
事
件
が
特
許
構
侵
害
に
關
す
る
場
合

は
聯
邦
裁
判
所

に
出
訴
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
理
由
は
憲
法
は
國
會
に
対
し

て
特
許
権

及
び
著
作
権

に
關
す
る
法
律
制
定
権
を
與

へ
て
ゐ
る
か

ら
で
あ
る

(第
二
章
第
八
條
)。
亦
事
件
が
土
地
の
所
有
権

に
關
す
る
場
合
は
通
常
は
州
裁
判
所

に
出
訴
す
る
が
う

然
し
乍
ら
事
件
が

米
國
聯
邦
憲
法
に
於
け
る
三
椹
分
立
制
度
論

五
九
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笙

鱗

・六
〇

會

々
ア
ラ
ス
カ
の
土
地
所
有
権
に
闘
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
場
合
は
聯
邦
裁
判
所
に
出
訴
す
る
も
の
で
あ
つ
て
・
そ

の
理
由
は
ア
ラ
ズ
カ

は
準
州

(
T
e
r
r
i
t
o
r
y

)
で
あ
り
且
準
州
は
憲
法
に
依
つ
て
聯
邦
政
府
の
統
治
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
通
常
の
債
権
債
務

に
關
す
る
孚
ひ
も
、
若
し
も
爾
當
事
者
が
同

一
州
の
市
民
で
あ
る
場
合

は
此
の
争
は
州
裁
判
所
に
出
訴
さ
れ
る
が
・
若
し
も
彼
等
が

異
つ
九
州
の
市
民
で
あ
る
場
合
叉
は
事
件
の
金
額
が
余
り

大
き
い
場
合
は
聯
邦
裁
判
所
に
出
訴
す
る
も
の
で
あ
る
。

爾
殆
ん
ざ
凡
べ
て
の
訴
訟
に
於
い
て
、
訴
訟
は
下
級
裁
判
所
に
始
ま
り
、
當
事
者
の
意
向
に
從
つ
て
上
級
裁
判
所

に
進
む
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
聯
邦
裁
判
所
た
る
と
州
裁
判

所
た
る
と
を
問
は
す
全
く
同

じ
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
此
等
の
控
訴
に
し
て
聯
邦
大
審

院
迄
來
る
も
の
は
極
く
少
数
で
あ
る
。
訴
訟
事
件
の
最
大
多
数

は
州
裁
判
所
に
於
い
て
始
ま
り
且
そ
こ
で
絡
る
。
即
ち

、
原
則
と
し

て
最
高
州
裁
判
所
の
決
定
は
州
法
律

の
下

に
起
る
事
件
に
就
い
て
は
最
終
的
で
あ
り
、
聯
邦
大
審
院

へ
の
控
訴
は
事
件
が
聯
邦
憲
法

の
解
釈

に
關
す
る
も
の
な
る
事
を
離
示
さ
れ
た
場
合

に
の
み
許
さ
胸
る
も
の
で
あ
る
。

②

聯

邦

大

審

院

の

権

限

米
國
に
於
い
て
訴
訟
が
聯
邦
大
審
院

に
繋
属
す
る
に
至
る
場
合
は

二

)
憲
法
に
依
つ
て
聯
邦
大
審
院
が
第

一
審
裁
判
管
轄
権
を

有
す
5
定
め
ち
れ
た
る
場
合

(第
三
章
第
二
條
前
掲
参
照
)
(
二
)
聯
邦
下
級
裁
判
所
よ
り
控
訴
せ
ら
れ
忙
る
場
合

(
三
)
州
裁
判
所
よ

り
控
訴
せ
ら
れ
た
る
場
合
の
三
つ
が
あ
る
が
、
術
最
後
の
・(
三
)
に
は

(
イ
)
州
憲
法
叉
は
州
法
律
の
中
の
規
定
が
米
國
憲
法
の
中

の
規
定
或
は
國
法
律
若
く
は
條
約

に
違
反
す
る
ε
主
張
せ
ら
る
る
場
合

(
ロ
)
米
國
憲
法
、
國
法
律
或

は
條
約

の
認
む
る
権
利
職
権

叉
は
特
権
が
問
題
と
せ
ら
る
る
場
合

の
二
が
分
胸
得
る
。
之
等
の
場
合
を
通
じ
て
犬
審
院
は
米

國

憲
法
の
解
釈

者
叉
は
番
人
と
し



て
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
、
聯
邦
大
審
院
が
米
國
憲
法
の
解
釈
者
叉
は
番
人
と
云
は
る
る
所
以
の
も
の
は
大
審
院
の
持
つ

法
律
審
査
権
に
於
い
て
で
あ
る
。
實

に
、
米
國

の
聯
邦
大
審
院
は
通
常
世
界
で
最
も
強
力
な
る
裁
判
所
で
あ
る
と
云
は
れ
る
が
、
こ

の
聯
邦
大
審
院
は
他
國
の
そ
れ
さ
大
い
に
異
り
法
律
の
形
式
前
審
査
権
、
即
ち
法
律

の
形
式
が
適
法
な
り
や
否
や
の
審
査
権
の
み
な

ら
す
、
實
質
的
審
査
権
、
即
ち
法
律

の
内
容
が
憲
法
に
違
反
せ
ざ
る
や
否
や
の
審
査
樫
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
薙
で
は
、
大
審
院
は

國
會
叉
は
州
立
法
者
に
依

つ
て
パ

ス
さ
れ
仁
法
律
を
憲
法
違
反
に
し
て
無
敷
ざ
宣
言
す
る
権
限
を
確
保
し
て
ゐ
る
。

此
の
種
の
権
限

は
何
塵
か
ら
生
じ
仁
か
に
就
て
見
れ
ば
憲
法
は
こ
れ
を
明
文

の
規
定

に
依

つ
て
與

へ
て
ゐ
る
講
で
は
な
い
。
確
か

に
、
此
の
重
要
な
る
問
題
は

一
七
八
七
年
憲
法
議
會
に
於
い
て
論
議
の
的
ざ
な
つ
九
が
、
然
か
も
憲
法
は
途

に
沈
獣
を
守
る
に
至
っ

た
。
蓋
し
、
當
時
の
憲
法
制
定
者
達
は
、
裁
判
官
は
、
若
し
も
法
律
が
憲
法
の
何
れ
か
の
規
定
に
違
反
す
る
ざ
認
め
江
な
ら
ば
、
憲

法
は
そ
れ
自
身
を

『
最
高
の
法
律
』
・
蓬
宣
言
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
法
律
の
適
用
を
拒
む
で
あ
ら
う
ε
い
ふ
推
測
を
以

つ
て
満
足
し
江

も
の
で
あ

つ
た
。
斯
く
て
、
解
決
は
將
來
の
實
際
に
か
け
ら
る
製
事

蓬
な
つ
た
。
斯
か
る
意
味
に
於
い
て

一
八
〇
三
年

マ
ー
ベ
リ
イ

封

マ
ヂ
ソ
ン
事
件
は
劃
期
的
の
も
の
で
あ

つ
た
。
此
の
事
件
は
大
統
領
ア
ダ
ム
ス
が
そ
の
任
期
満
了
の
前
夜
に
於
い
て
作
成
せ
る
、

マ
ー
ベ
リ
イ
を

コ
ロ
ン
ビ
ア
地
方
治
安
判
事
に
任
命
す
る
ご
の
僻
令
書
の
交
付
を
、
薪
大
統
領
ジ

エ
フ
ー
ソ

ン
の
薪
國
務
大
臣

マ
ヂ

ソ
ン
が
拒
否
し
九
と
い
ふ
事

に
関
係
す
る
が
、
大
審
院
長

マ
ー
シ
ヤ
ル
は
此
の
事
件
に
対
す

る
判
決
の
中
で

『
憲
法
は
至
上
の
永
久

法
で
あ
る
。
憲
法
に
違
反
す
る
立
法
行
爲
は
法
律
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
敷
で
あ
る
:
ゲ…
。

一
つ
の
法
律
が
憲
法
ε
矛
盾
し
て
ゐ
る

場
合

に
、
.そ
の
何
れ
が
支
配
す
る
か
を
決
定
す
る
事
は
正
し
く
司
法
の
責
任
で
あ
る
…
…
』
と
し
九
。
實
に
、
此
の
…判
決
以
來
大
審
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院
は
此
の
問
題
に
対
す

る
不
動
の
地
位
を
確
保
す
る
に
至
つ
九
も
の
で
あ
ゐ
。
然
れ
共
、
聯
邦
大
審
院
の
法
律

の
無
数
宣
言
に
關
す

る
権
限
に
就
て
は
有
力
な
る
反
対
論
が
存
在
し
、
法
律
を
無
数
ざ
宣
言
す
る
此
の
種
の
権
限
が
少
数
の
特
権
團
盤
の
手
中

に
委
ね
ら

る
る
事
は
反
デ

毛
ク
ラ
シ
ー
で
あ
り
甚
だ
危
険

で
あ
る
、
・即
ち
、
人
民
に
依
つ
て
選
挙

せ
ら
れ
た
る
に
非
す
し

て
絡
身
官
た
る
裁
判

官
九
名
が
、多
数
決
に
依
り
大
統
領
の
承
諾
と
共
に
議
會
爾
院

に
依
つ
て
パ
ス
さ
れ
た
法
律
、叉

は
州
立
法
部
に
依

つ
て
パ
ス
さ
れ
九

法
律
を
破
鍛
す
る
権
限
を
持

つ
事
は
寡
頭
政
治
、
貴
族
政
治
を
意
味
す
る
と
し
て

以
つ
て
非
難

す
る
。
此
の
種

の
非
難
は
聯
邦
大
審

院
が
議
會
の
社
會
政
策
的
立
法
を
憲
法
違
反
と
し
て
無
敏
宣
言
す
る
場
合

に
甚
だ
し
く
、
こ
の
場
合
、
大
審
院

は
進
歩

へ
の
障
碍
で

あ
り
そ
の
権
限
は
縮
少
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
と
の
叫
び
が
激
し
く
な
る
。
事
實
、

一
八

一
九
年

マ
ッ
ク

・
ク
ル

ロ
ッ
チ
封
メ
リ
ー
ラ

ン
ド
事
件
に
於
い
て
大
審
院
が
州
は
聯
邦
政
府
の
如
何
な
ム
事
業
に
も
課
税
す
る
権
利
を
有
せ
す
と
の
判
決
を
下
し
江
際
、
及
び

一

へ
九
四
年
大
審
院
が
國
會

は
憲
法
の
要
求
す
る
所

に
從
ひ
そ
の
人
口
に
比
例
し
て
各
州
間
に
負
担

(切
霞
血
魯
V
を
配
分
す
る
事
な
く

し
て
土
地
か
ら
の
牧
釜
に
直
接
税
を
課
す
る
事
を
得
す
と
判
決
し
た
際
、
聯
邦
大
審
院
は
聯
邦
権
力
の
強
化

の
反
対
者
達
か
ら
喧
し

い
非
難
を
浴
び
九
が
、
更
に
新
世
紀
の
始
め
紅
會
立
法
又
は
労
働

立
法
が
求
め
ら
る
る
に
至
つ
九
頃
、
例

へ
ば

一
九
〇
五
年
パ

ン
屋

八
時
間
労
働
法
の
無
敷
を
判
決
し
た
際
、
そ
の
非
難

は
頂
瓢
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
デ

ィ
'ー
ル
立
法
と
大
審
院
の
態
度
、

並
び
に
こ
れ
が
批
判
ば
現
在
の
問
題
で
あ
る
。
凡
そ
、
斯
く
の
如
き
反
対
論
に
対
し

て
は
、
'三
権
分
立
の
立
場

か
ら
す
る
有
力
な
る

肯
定
論
が
対
立

せ
し
め
ら
れ
得
る
。
米
國
に
於
、い
て
は
聯
邦
九
る
ε
州
た
る
ご
を
問
は
す
凡
べ
て
権
力
分
立
主
義
の
原
則
の
上
に
立

つ
が
、
三
権
分
立
主
義
の
本
義
に
依
れ
ば
法
律
を
解
釈

し
適
用
す
る
事
は
裁
判
所
の
独
立
の
権
限
に
属
し
、
裁
判
所
は
裁
判
に
當

つ



て
は
凡
べ
て
の
法
規
を
解
釈

す
べ
き
義
務
を
有
し
、
從
つ
て
憲
法
を
解
釈

す
る
事
も
必
要
で
あ
る
。
若
し
法
律

が
最
高
の
法
律
九
る

憲
法
に
抵
燭
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
法
律
解
釈

の
機
關
九
る
性
質
上
當
然
共
の
法
律
を
無
数
と
断
定
す
る
事

を
要
す
る
。
尚
、
立

法
に
就
い
て
、
國
會
及
び
州
立
法
部
は
各
々

一
定
の
範
囲
内
に
於
け
る
立
法
権
を
行
使
す
る
も
の
ε
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
権
限
の

範
囲

に
就
い
て
も
意
見
の
相
違
が
生
す
る
可
能
性
が
存
し
、
こ
れ
が
決
定
を
な
す
権
利
を
持

つ
も
の
が
是
非
必
要
こ
な
つ
て
來
る
。

即
ち

、
凡

べ
て
の
立
法
團
體

が
必
然

に
自
己
の
権
限
を
疲
大
せ
ん
と
試
み
る
時
、
こ
れ
を
憲
法
の
規
定
す
る
限
界
内
に
チ
エ
ッ
ク
し
、

國
會
と
州
立
法
部
ε
の
権
限
の
衝
突
に
就
い
て
は
公
平
な
る
ア
ン
パ
ノ
・ヤ
ー
と
し
て
役
立
つ
何
物
が

璽
是
非
必
要
と
せ
ら
れ
る
。
絡

身
に
し
て
政
治
的
野
心
を
有
せ
ざ
る
優
れ
忙
る
法
律
家
達
の
公
平
な
る
團
體

を
こ
れ
に
當
ら
し
む
る
事
こ
そ
最

も
適
當
ε
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
。
斯
か
る
肯
定
論
に
依
れ
ば
、
聯
邦
大
審
院
が
公
平
の
名

に
於
い
て
不
人
氣
の
判
決
を
下
す
事

の
あ
る
の
は
止
む
を

得
ざ
る
事
で
あ
り
、
大
審
院
が
會
々
不
人
氣
の
判
決
を
下
す
事
は
そ
の
法
律
審
査
権
を
否
認
す
る
理
由
と
な
ら
な
い
。
尚
判
決
は
そ

.

れ
が
な
さ
れ
九
時
は
不
人
氣
で
も
、
そ
の
中

に
違

つ
江
眼
で
見
直
す
に
至
る
時
が
あ
る
事
も
牢
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
例

へ
ば

一
八

一
九
年
の
マ
ッ
ク

・
ク
ル
ロ
ッ
チ
封
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
事
件
の
如
き
今
日
で
は
誰
れ
も
こ
轟
を
非
難
す
る
も
の
は
郁
い
と
す
る
。

以
上
二
つ
の
主
張
が
対
立

す
る
が
、
蓬
も
あ
れ
、
聯
邦
大
審
院

は
憲
法
の
擁
護
者
ざ
し
て
、
例

へ
ば
①
憲
法
が
國
會
は
如
何
な
る

私
権
剥
奪
法
案
も
之
を
通
過
す
る
事
を

得
す
ご
す
る

に
拘
ら
す

(第

一
章
第
九
條
第
三
項
)
國
會
が
之
を
通
過

し
た
場
合
は
此
の
國
法

後
を
違
憲
且
無
数
と
判
決
し
、
②
憲
法
が
各
州
は
如
何
な
る
私
権
剥
奪
法
も

制
定
す
看
事
を
得
す
ざ

す
る
に
拘
ら
す

(第

一
章
第
十

條
第

一
項
)
州
立
法
部
が
斯
か
る
法
律
を
制
定
し
た
場
合
は
此
の
州
法
律
を
違
憲
且
無
数
と

判
決
し
、

③
憲
法
が
州
際
間
の
商
業
規

、
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律
権
を
國
會
に
與

へ
て
ゐ
る
に
拘
ら
す

(第
一
竜
第
八
條
第
三
項
)
州
立
法
部
が
運
邊
の
途
中
で
自
州
の
領
土
を

通
過
す
る
他
州
の
物

品
に
課
税
す
る
法
律
を
制
定
し
九
場
合

は
此
の
州
法
律
を
違
憲
且
無
敷
ε
判
決
し
、
最
後
に
亦
④
日憲
法
が
大
統
領
の
サ
ラ
リ
ー
は
そ

の
任
期
中
変
更

す
べ
か
ら
す
と
す
る
に
拘
ら
す

(第
二
章
第

一
條
第
七
項
)
彼
の
サ
ラ
リ
聖
を

そ
の
任
期
中
に
減
額
す
る

國
會
の
行
爲

は
違
憲
且
無
敷
ざ
判
決
す
る
も
の
で
あ
る
。

藪
に
、
大
審
院
の
此
の
法
律
審
査
権
は
大
統
領
叉
は
州
知
事
の
國
法
律
叉
は
州
法
律

の
ベ
ト
ー
権
ε
は
異

る
事
が
注
目
さ
れ
る
。

此
の
両
者

は
共
に
等
し
く
立
法

に
対
す

る
抑
制
の
方
法
で
あ
り
乍
ら
、
両
者

は
そ
の
行
使
の
方
法
及
び
そ
の
法
的
効
果

に
於
い
て
異

る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

(
一
)
ベ
ト
ー
権

は
凡
ら
ゆ
る
法
案
に
対
し

て
常
に
行
使
し
得
ら
る
、
が
、
大
審
院

の
法
律
審
査
権
は
裁
判

に
於
い
て
唯
偶
然
的
に
行
使
せ
ら
る
無
に
過
ぎ
な
い
、

(
二
)
ベ
ト
ー
権
に
於
い
て
は
拒
否
さ
れ
た
法
案
が
拒
否
に
拘
ら
す
有
敷
な

る
法
律

と
な
る
籐
地
が
淺
さ
れ
て
ゐ
る
が

(
例

へ
ば
再
通
過
)、
大
審
院
の
法
律
審
査
権
に
於

い

て
は
斯
か
る
絵
地
は
淺
さ
れ
て
ゐ

な
い
。
此
の
黙
に
於
い
て
は
司
法

的
拒
否
は
行
政
的
拒
否
よ
り
も
効
果

が
強
い
。
以
上
、
斯
く
て
h
聯
邦
大
審
院
は
そ
の
法
律
審
査

に
於
い
て
講
案
が
賢
明
か
不
賢
明
か
に
関
係

す
る
事
な
く
叉
法
律
が
良
法
か
悪
法
か
に
関
係

し
な
い
。
大
審
院
が
決
定
す
可
き
唯

一

の
係
争
点

は
そ
れ
が
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
ε
い
ふ
黙
で
あ
る
。
大
審
院
は
、
法
律
を
違
憲
ε
認

む
る
場
合
は
其
法
律
を

パ

ス
し
た
團
體

の
如
何

に
関
係
な
し
に
そ
の
無
敷
を
宣
言
し
、
然
ら
ざ
る
場
合
は
法
律
の
利
害
得
失
に
関
係

す
る
事
な
し
に
こ
れ
を

♂

支
持
執
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
審
院

は
法
律
の
作
成
者
叉
は
法
律

の
修
正
者
と
し
て
活
動
せ
す
、
言
葉
の
通
常
の
意
味
に
於
い
て
、

法
律
を
ベ
ト
ー
す
る
も
の
で
は
な
く
、
、
唯

憲ゝ
法
を
擁
護
す
る
も
の
ビ
解
さ
れ
る
。



米
國
の
憲
法
生
活
に
於
い
て
聯
邦
大
審
院
の
法
律
審
在
権
の
持

つ
意
義
は
重
大
で
あ
る
。
米
國
に
於
い
て
立
法
政
策
並
び
に
立
法

手
續

が
事
實
上
大
統
領
及
び
議
會
の
共
働
に
於
い
て
決
せ
ら
れ
て
ゐ
る
以
上
、
法
律
審
査
権
の
問
題
は
聯
邦
大
審
院
封
大
統
領

及
び

議
會
の
政
治
問
題
で
あ
る
。聯
邦
大
審
院
の
法
律
審
査
権
に
就
い
て
は
有
力
な
る
反
対
論
の
存
在
す
る
事
は
前
述
し
江
が
、聯
邦
大
審

院
が
こ
れ
に
反
対
し

て
譲
ら
ざ
る
以
上
大
統
領
及
び
議
會
は
そ
の
立
法
政
策
の
途
行
に
束
縛
を
受
け
且
威
信
を
傷
け
ら
る
ゝ

事
甚
だ

し
い
。
斯
く
て
歴
史
上
屡

≧
聯
邦
大
審
院

の
改
革
案
が
見
ら
れ
江
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
は
、
憲
法
叉
は
法
律
を
改
正
し
て
、

(
イ
)法
律
の
無
敏
宣
言
の
爲
め
に
は
判
決

に
は
全
員

一
致
を
要
す
る
も
の
と
す
る
事
、

(
ロ
)
大
審
院
の
判
事
を
増
員
し
殊
に
少
肚

判
事
を
以
つ
て
そ
の
補
充
を
行
ひ
以
つ
て
大
審
院
に
清
新

0
空
気

と
進
歩
的
の
空
気

と
を
逡
り
込
む
事
、
(
ハ
)
議
會
の
権
限
を
損

張
す
る
事
、
(
ロ
)
大
審
院
の
権
限
を
縮
少
し
、
殊
に
大
審
院
に
依
る
州
の
法
令
の
審
査
を
全
廃

す
る
事
、
等
で
あ
る
。
就
中

(
ロ
)

は
法
律

の
縫
更
を
以
つ
て
足
り
、
最
も
實
現
の
可
能
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
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